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ご 挨 拶 

 

 阿見町は，茨城県南に位置し，霞ケ浦をはじめとする自然豊かな環

境の中で，JR 常磐線や首都圏中央連絡自動車道などの恵まれた立地

環境を背景に，人口や産業の集積が進む地域となっています。 

 現在，多くの地方都市では人口減少や少子高齢化が進み，将来にわ

たって持続可能な都市経営が大きな課題となっている中で，本町にお

ける人口は減少に転じていないものの，国立社会保障・人口問題研究

所の推計によると，長期的には人口が大幅に減少すると予測されてい

ます。このような中で，本町においても人口減少や少子高齢化，さら

には激甚化する災害への対応など都市へのニーズが変化しており，将

来に向けた都市づくりのあり方を示す必要性から，おおむね 20年後を見据えた都市の計画として「阿

見町立地適正化計画」を策定しました。 

 

 本計画では，我が国全体で進む人口減少という趨勢に対応しつつ，本町において進行する町西部域

での市街地の形成，町内における均衡ある生活利便性の確保などを図るため，既存の市街化区域を中

心とするコンパクトなまちづくりの方向性について，『暮らしを支える「拠点形成」と，「連携による

利便性向上」を目指すまちづくり』を基本方針とし，既存ストックを効果的に活用し，民間事業者と

の連携を深化させながら，生活利便性の向上，公共サービスの利便性向上を図るとともに，将来に向

けて持続可能なまちづくりを目指すこととしています。 

 

 今後は，本計画に基づくまちづくりに取り組んで参りますが，計画の実現においては，行政の取り

組みだけでなく，町民の皆様，事業者の皆様におかれましても，一層のご理解とご協力を賜りますよ

う，お願い申し上げます。 

 

結びに，本計画の策定において，ご協力をいただきました多くの町民の皆様，関係者の皆様に，衷

心より感謝申し上げます。 

 

 

令和３年３月 

阿見町長 千 葉  繁 
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序 章 立地適正化計画の概要 

 

１．立地適正化計画とは 

  人口の急激な減少と高齢化を背景として，高齢者や子育て世代が，安心できる健康で快適な生

活環境を実現することや，財政面及び経済面において持続可能な都市経営が求められています。 

  このような中で，市町村が定める都市計画マスタープランに「コンパクトシティ」を位置づけて

いる都市が増えていますが，その一方で，コンパクトシティという目標のみが示されるにとどま

っているのが一般的で，何をどう取り組むのかという具体的な施策まで作成している都市は少な

いのが現状です。 

  また，コンパクトシティ形成に向けた取組については，都市全体の観点から，居住機能や都市機

能の立地，公共交通の充実等に関し，公共施設の再編，国公有財産の最適利用，医療・福祉，中心

市街地活性化，空き家対策の推進等のまちづくりに関わる様々な関係施策と連携を図り，それら

の関係施策との整合性や相乗効果等を考慮しつつ，総合的に検討することが必要です。 

  そこで，より具体的な施策を推進するため，都市再生特別措置法が改正され，平成 26年８月に

「立地適正化計画」が制度化されました。これは，都市計画法を中心とした従来の土地利用の計画

に加えて，都市機能や居住の誘導によりコンパクトシティ形成に向けた取組を推進しようとして

いるものです。 

図－立地適正化計画のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      出典）「都市再生特別措置法」に基づく立地適正化計画概要パンフレットをもとに作成  

④その他，居住誘導区域と都市機能誘導区域の各拠点間を連携

する「地域公共交通」や，居住を制限する地域，跡地を管理

する区域についても定めることができます。 

①立地適正化計画の区域は，都市計画区

域内とします。 

②市街化区域に「居住誘導区域」を

定めます。 

③居住誘導区域内に「都市機能誘導区

域」を定めます。 
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２．立地適正化計画で定める事項（必須事項） 

立地適正化計画で定める必須事項は，以下のとおりです。 

表－立地適正化計画で定める事項 

項  目 内  容 

必
須
事
項 

立地適正化計画の

区域 

○立地適正化計画の区域は都市計画区域内である。 

○立地適正化計画には，居住誘導区域と都市機能誘導区域の双方を定めるとと

もに，居住誘導区域の中に都市機能誘導区域を定めることが必要である。 

立地の適正化に関

する基本的な方針 

○立地適正化計画を策定する際に，当該市町村の現状の把握・分析，課題を整

理する。その上で，中長期的に都市の生活を支えることが可能となるような

まちづくりの理念や目標，目指すべき都市像を設定する。 

○一定の人口密度の維持や生活サービス機能の計画的配置及び公共交通の充実

のための施策を実現する上での基本的な方向性を記載する。 

居住誘導区域 

○人口減少の中でも，エリア内で人口密度を維持することにより，生活サービ

スやコミュニティが持続的に確保されるよう，居住を誘導すべき区域であ

る。 

■設定する条件（地域） 

○都市機能や居住が集積する都市の中心拠点及び生活拠点並びに周辺区域。 

○都市の中心拠点及び生活拠点に公共交通により比較的容易にアクセスするこ

とができ，都市の中心拠点及び生活拠点に立地する都市機能の利用圏として

一体的である区域。 

○合併前の旧町村の中心部等，都市機能や居住が一定程度集積している区域。 

■除外を検討する地域 

以下の区域は，都市機能誘導区域，居住誘導区域からの除外を検討する。 

○居住誘導区域に含めないとされる区域(市街化調整区域，農用地区域など)。 

○災害リスクが認められる区域(土砂災害特別警戒区域，浸水想定区域など)。 

図－居住誘導区域のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）「都市再生特別措置法」に基づく立地適正化計画概要パンフレットをもとに作成 
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項  目 内  容 

必
須
事
項 

都市機能誘導区域 

○医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約

することにより，これら各種サービスの効率的な提供を図る区域である。 

(誘導施設→行政施設，病院，高齢者福祉施設，児童福祉施設，小学校，スーパー等) 

■設定する条件 

○鉄道駅に近い，業務・商業などが集積する地域，都市機能が一定程度充実し

ている区域 

○都市の拠点となるべき区域 

○周辺からの公共交通によるアクセスの利便性が高い区域 

図－都市機能誘導区域のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）「都市再生特別措置法」に基づく立地適正化計画概要パンフレットをもとに作成 
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３．計画の位置づけ 

 立地適正化計画は，阿見町総合計画，都市計画区域マスタープランに即するとともに阿見町都市

計画マスタープランと整合を図る必要があります。そのため，本計画は 2016 年(平成 28 年)３月に

策定した阿見町都市計画マスタープランで示された将来都市像を基本として策定します。 

なお，立地適正化計画は，都市全体を見渡したマスタープランとしての性質を持つものであるこ

とから，都市計画法に基づく市町村マスタープランの一部と見なされます。 

 

図－阿見町立地適正化計画の位置づけ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○都市計画と都市機能(医療，福祉，商業，交通等)と連携 

○公共施設との整合・既存インフラの活用 

○人口減少・高齢化への対応 

 
○まちづくりの基本理念 

・将来都市像(土地利用) 

○分野別の都市計画の方針 

□土地利用 □用途地域 

□地区計画 □交通 

□公園   □その他 

阿見町都市計画マスタープラン 

都市計画に関わる分野別計画 

・道路に関する計画 

・公共施設に関する計画 

・下水道に関する計画 

・景観に関する計画 

計画策定 
の指針 

阿見町第６次総合計画 

立地適正化計画 

都市計画区域マスタープラン 

(土浦・阿見都市計画区域) 

茨城県都市計画マスタープラン 

将来都市像・都市計画の方針との整合 

関連計画(医療・福祉，公共交通，公共施設等)との整合 
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４．計画の目標年次 

立地適正化計画は，都市計画マスタープランに示された将来都市像に基づきコンパクトシティ

の形成を誘導する計画であり，都市計画マスタープランとの整合が前提となります。 

一方で，本計画は人口減少や社会・経済情勢の変化に対応しながら，居住や都市機能を誘導する

ための計画であり，継続的な施策展開が必要であることを考慮すると，長期的な視点に基づく計

画とする必要があります。 

阿見町都市計画マスタープランの計画期間は 2035 年（令和 17 年）までとなっていますが，立

地適正化計画の計画期間については，2040年（令和 22年）までとし，次期都市計画マスタープラ

ン策定の際に必要に応じて見直しを行うこととします。 

なお，立地適正化計画については，概ね５年ごとに施策の実施状況について，調査，分析及び評

価を行うこととなっていますが，その他にも計画期間における社会・経済情勢の急激な変化があ

った場合は，必要に応じて見直しを行うこととします。 

 

図－計画期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

R2 R7 R12 R17 R22

阿見町
　　第６次総合計画

阿見町公共施設等
総合管理計画

立地適正化計画

都市計画
　マスタープラン

実施状況の分析・評価▼実施状況の分析・評価▼実施状況の分析・評価▼実施状況の分析・評価▼

2020 2025 2030 2035 2040

全体構想

立地適正化計画

基本構想（第６次） 基本構想（第７次） 基本構想（第８次）

2017年(平成29年)～2056年(令和38年)

次期都市マス策定の際，

必要に応じて見直し
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第Ⅰ章 阿見町の概要と市街地特性 

 

Ⅰ－１ 阿見町の概要 

１．位置と地勢                       図－阿見町の位置 

本町は茨城県の南部に位置し，日本第２位の

湖沼面積を誇る霞ケ浦の南側に面しています。

首都東京へは南に約 60km，県都水戸へは北に約

40km，成田国際空港へは東南に約 30km の位置

にあり，東京，水戸へはＪＲ常磐線や常磐自動

車道を利用して約１時間の距離にあります。 

総面積は 71.40km2（湖水面 6.50 km2を含む），

東西に 11km，南北に９km の広がりを持ち，平

均海抜は 21ｍと概ね平坦な地形となっていま

す。 

地勢については，谷津が台地部に複雑に入り

組んだ地形が特徴で，台地部を中心に市街地が

形成されています。霞ケ浦に接する湖岸沿いは

沖積層の低湿地で，中央から西部，南部にかけ

ては関東ローム層の稲敷台地（主に畑・山林）

で構成されています。 

 

２．沿  革 

本町は霞ケ浦をはじめとする豊かな自然に恵まれ，古代より人の営みがみられた地域で，旧石器

時代の遺跡や縄文時代中期の貝塚などが点在しています。近代に入り 1889年(明治 22年)には，本

町の旧村である阿見，朝日，君原，舟島の４村が誕生し，明治時代の後期には，台地部の阿見原に

おいて開拓が進められ，次第に豊かな農村地帯に生まれ変わっていきました。また，大正時代に入

ると，阿見原に霞ヶ浦海軍航空隊が設置され，1939(昭和 14年)には海軍飛行予科練習部（予科練），

翌年に土浦海軍航空隊が設置されるに至り，海軍のまちとして全国的に知られるようになりました。 

戦後になると，霞ヶ浦海軍航空隊跡で開拓が進められた他，茨城大学農学部や東京医大の誘致が

進みました。1955 年(昭和 30 年)には，旧４町村（阿見町，朝日村，君原村，舟島村の一部）が合

併し，現在の阿見町となりました。その後，住宅団地の開発や土地区画整理事業により，人口定着

と市街地形成が進展しました。一方，工業系の開発も活発で，1980 年(昭和 55 年)の福田工業団地

を始め，筑波南第一工業団地（香澄の里），阿見東部工業団地も造成され，多くの企業立地が進んで

います。また，圏央道阿見東部ＩＣ周辺では，阿見吉原地区土地区画整理事業が施行され，あみプ

レミアム・アウトレットをはじめ，商業施設や物流施設の立地が進んでいます。 
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Ⅰ－２ 阿見町の市街地特性 

１．阿見町の市街地形成履歴 

本町は，旧海軍施設が立地していたことから，従来からの集落以外の市街地は，これに関連する

形で国道 125号沿道や，現在の都市計画道路阿見・学園線沿道を中心に市街地が形成され，現在の

市街化区域の基礎となっています。 

昭和末期から平成初期にかけて，東京への通勤圏として宅地供給が進められ，民間事業者による

宅地分譲の他，独立行政法人都市再生機構（以下，「UR都市機構」という。）による荒川本郷地区で

の面的整備計画により，市街化区域が拡大されました。 

阿見市街地では，住居系土地利用が基本となっていますが，規模の大きい産業系土地利用や防衛

用地，文教厚生用地が存在しています。なお，防衛用地については，荒川沖市街地にも存在してい

ます。 

圏央道阿見東 IC 周辺においては，茨城県施行による阿見吉原土地区画整理事業に伴い，事業区

域が市街化区域に編入され，整備が進められてきました。本地区は，IC 周辺という特性を背景に，

商業・業務系土地利用と住居系土地利用からなる複合的土地利用が想定され，あみプレミアム・ア

ウトレットをはじめとして，各種施設の立地が進む他，住宅地の分譲も進められています。 

産業系土地利用については，工業専用地域が都市計画道路追原・久野線に沿って２ヶ所(筑波南

第一工業団地，阿見東部工業団地)，阿見吉原市街地の西側に１ヶ所(福田工業団地)あります。 

一方，都市計画道路島津・追原線沿線の南平台地区では，民間事業者により開発が行われ，市街

地が形成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

茨大通りの桜並木 

霞ヶ浦と筑波山の眺望 
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２．阿見町の市街地特性の整理 

本町の市街化区域のうち，産業系用途地域となっている地区を除く３つの市街地の特性について，

主要施設，市街地の概況，人口や土地利用の状況について整理します。 

 

（１）阿見市街地 

地区名 阿見市街地 面積(ha) 552 

市街地の概況 

○住居系土地利用の他，規模の大きい非住居系土地利用(工場用地，防衛用地，高等教育施設用地，

医療施設等用地)が共存しています。 

○土地区画整理事業と民間開発による面的整備地区の他，計画的基盤整備が行われていない地区でも

宅地化が進んでおり，本町の市街化区域の中では，最も市街地として概成しています。 

○市街地北部国道 125号沿いの既成市街地では空き店舗等もみられます。 

○人口は概ね均衡しているものの，市街地北部の青宿地区等では，人口の減少がみられます。 

○生活利便施設は，国道 125号バイパス沿道に沿道型商業施設が立地する他，住宅地内にコンビニエ

ンスストアも立地しています。 

○公共施設については，阿見町役場をはじめとして，義務教育施設や福祉施設等が立地しており，本

町の行政機能の中心となっています。 

○公共交通については，土浦駅とのバス路線が設定されており，本町の市街化区域の中では，路線バ

スの利便性が確保されている地区といえます。 

〇廻戸地区では，土地区画整理事業が都市計画決定されていますが，斜面地の一部が土砂災害警戒区

域及び土砂災害特別警戒区域に指定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和元年６月現在 

図－市街地の概況(阿見市街地) 
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図－人口密度 2015 年(H27年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－人口密度 2040 年(R22年) 

 

 

 

〇2015年の人口密度は，中央北や中央南付近で高

く，青宿や中郷地区などの市街地北部や西部で

低くなっています。中央北や中央南付近では 60

人／haの人口密度を示しています。 

〇2040 年の推計による人口密度の分布は概ね

2015年と同様の傾向を示しますが，40人／ha以

上の人口密度を示すエリアが縮小し，60人／ha

以上の密度を示していた中央北や中央南でも

50人／haに低下することが予想されます。 

図－人口増減率 2015 年→2040 年(H27 年→R22 年) 

 

図－土地利用現況〔2016 年(H28 年)都市計画基礎調査〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未利用地現況〔2016 年(H28年)都市計画基礎調査〕 

〇土地利用については，国道 125号バイパス沿道や岡崎地区等の道路沿道を中心に商業用地(赤)が分布

し，それ以外のエリアでは，住宅地としての土地利用が多くなっています。一方，防衛用地(黒)，工

業用地(青)，文教厚生用地(茶)として利用されているエリアが，大きく３ヶ所にまとまっています。 

〇市街地全体で宅地化が進行しており，１ha以上の一団の未利用地はみられていない状況です。 

出典：国勢調査 

出典：国勢調査 

   国土交通省 国土技術政策

総合研究所 将来人口・世

帯予測ツール 

出典：国勢調査 

   国土交通省 国土技術政策

総合研究所 将来人口・世

帯予測ツール 
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（２）荒川沖市街地 

地区名 荒川沖市街地 面積(ha) 384 

市街地の概況 

○本町の市街地の中で，最も駅に近く，土地区画整理事業や UR 都市機構から譲り受けた町有地を

活用した民間開発等の誘導により，現在，最も宅地化が進行しています。 

○北部の旧海軍用地の住吉，うずら野等の地区で，昭和 50 年代から住宅地が形成され，中部の本

郷第一地区では平成６年からの土地区画整理事業により市街地が概成しています。 

○本町の中でも人口増加が顕著で，主として本郷第一地区，荒川本郷地区等の，地区中部から南部

を中心に宅地化が進行しています。 

○生活利便施設は，本郷第一地区内に集積しています。 

○行政施設として，うずら出張所が設置されている他に，公立の二区保育所の他に２ヶ所の保育施

設が新設され，若年世代の定住も多く保育ニーズも増加しています。 

○JR荒川沖駅に近接しており，本町の中では鉄道の利便性も比較的高くなっていますが，バス路線

は一部に設定されているのみで，利便性は低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和元年６月現在 

図－市街地の概況(荒川沖市街地) 
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図－人口密度 2015 年(H27年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇2015 年の人口密度は，北部の二区や本郷第一地

区で高く，南部の荒川本郷地区で低くなっていま

す。二区や本郷第一地区では 60人／haの人口密

度を示しています。 

〇2040年の推計では，60人／ha以上の人口密度を

示すエリアは，縮小するものの，人口密度は一定

程度は維持され，南部において人口密度が高くな

ることが推測されます。 

〇荒川本郷地区では，UR 都市機構から町に譲渡さ

れた町有地の活用により，今後も宅地化が見込ま

れ，人口密度も高くなると予想されます。 

図－人口密度 2040 年(R22年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－人口増減率 2015 年→2040 年(H27 年→R22 年) 

図－土地利用現況〔2016 年(H28 年)都市計画基礎調査〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－未利用地現況〔2016 年(H28 年)都市計画基礎調査〕 

 

 

 

 

〇土地利用については，防衛用地(黒)が１ヶ所あり，商業用地(赤)が，本郷第一地区や北部に形成さ

れています。地区北部では宅地としての利用が多くなっている一方で，南部では山林（黄緑）が多

くなっている状況です。 

〇未利用地についても，北部には分布していませんが，南部の荒川本郷地区に多く分布しています。 

出典：国勢調査 

出典：国勢調査 

   国土交通省 国土技術政策

総合研究所 将来人口・世

帯予測ツール 

出典：国勢調査 

   国土交通省 国土技術政策

総合研究所 将来人口・世

帯予測ツール 
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（３）阿見吉原市街地 

地区名 阿見吉原市街地 面積(ha) 160 

市街地の概況 

○全域土地区画整理事業で整備された市街地で，商業・業務系と住居系の土地利用が共存していま
す。 

○宅地供給の開始から間もなく，現時点では人口集積がみられていません。 
○商業施設についても，コンビニエンスストアはあるものの，スーパー，ドラッグストアの立地は
みられていません。 

○行政機能や公共交通については，確保されていない状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和元年６月現在 

図－市街地の概況(阿見吉原市街地) 
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図－人口密度 2015 年(H27年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－人口密度 2040 年(R22年)  

 

 

 

〇2015年の人口密度は，全地区で 10人／ha以下

となっています。 

〇既に住宅用地の造成は完了しており，分譲が進

むにしたがって，人口密度も高くなることが予

想されます。 

図－人口増減率 2015 年→2040 年(H27 年→R22 年) 

 

図－土地利用現況〔2016 年(H28 年)都市計画基礎調査〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－未利用地現況〔2016 年(H28 年)都市計画基礎調査〕 

 

 

〇土地利用については，都市計画道路追原・久野線以東は商業施設（赤），南部は一部流通施設（灰

色）としての利用がされていますが，北部と南部の準工業地域に指定されている区域については，

現時点で未利用地（肌色）となっています。 

 

 

出典：国勢調査 

出典：国勢調査 

   国土交通省 国土技術政策総合

研究所 将来人口・世帯予測ツール 

出典：国勢調査 

   国土交通省 国土技術政策総合研

究所 将来人口・世帯予測ツール 
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第Ⅱ章 生活利便性評価 

Ⅱ－１ 都市機能の人口カバー率 

１．商業施設 

 商業施設（スーパー，コンビニエンスストア，ドラッグストア）を徒歩で利用可能な人口は，町

全体で 77.9％であるのに対し，阿見市街地で 98.1％，荒川沖市街地で 97.3％，阿見吉原市街地地

区で 88.9％となっており，阿見市街地及び荒川沖市街地では，徒歩での商業施設の利用が概ね可能

な環境といえます。 

 

図－商業施設の利便性〔2018 年(平成 30 年)９月時点〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－商業施設のカバー率 

集計区域 利用圏人口（人） カバー率 

全    体 37,040 77.9% 

市街化区域 

阿見市街地 12,991 98.1% 

荒川沖市街地 9,580 97.3% 

阿見吉原市街地 205 88.9% 

 

【徒歩利用圏】 

  □商業施設，福祉施設，児童福祉施設，医療施設，庁舎は半径 800ｍ 

  □路線バスはバス停から半径 300ｍ 

阿見市街地 

荒川沖市街地 

阿見吉原市街地 
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２．福祉施設 

 福祉施設（高齢者福祉施設のうち通所施設）を徒歩で利用可能な人口は，町全体で 72.3％である

のに対し，阿見市街地で 97.3％，荒川沖市街地で 81.1％となっており，徒歩での福祉施設の利用が

概ね可能な環境にあります。一方，阿見吉原市街地については，調査時点で施設が立地していない

ことから０％となっています。 

 

図－福祉施設の利便性〔2018 年(平成 30 年)９月時点〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

表－福祉施設のカバー率 

集計区域 利用圏人口（人） カバー率 

全    体 34,353 72.3% 

市街化区域 

阿見市街地 12,895 97.3% 

荒川沖市街地 7,988 81.1% 

阿見吉原市街地 0 0.0% 

 

  

阿見市街地 

荒川沖市街地 

阿見吉原市街地 



阿見町立地適正化計画 

17 

C
h

ap
ter 

Ⅰ
 

C
h

ap
ter Ⅱ

 
C

ap
ter 

Ⅲ
 

C
h

ap
ter Ⅳ

 
C

h
ap

ter 
Ⅴ

 
C

h
ater 

Ⅵ
 

In
tro

d
u

ctio
n

 
D

cu
m

en
t 

C
h

ap
ter 

Ⅶ
 

 

３．児童福祉施設 

児童福祉施設（幼稚園，認定こども園，保育所）を徒歩で利用可能な人口は，町全体で 66.5％で

あるのに対し，阿見市街地で 85.7％，荒川沖市街地で 97.7％となっており，徒歩での児童福祉施設

の利用が概ね可能な環境にあり，阿見市街地よりも荒川沖市街地の方が高くなっています。一方，

阿見吉原市街地については，調査時点で施設が立地していないことから０％となっています。 

 

図－児童福祉施設の利便性〔2018 年(平成 30 年)９月時点〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－児童福祉施設のカバー率 

集計区域 利用圏人口（人） カバー率 

全    体 31,634 66.5% 

市街化区域 

阿見市街地 11,352 85.7% 

荒川沖市街地 9,622 97.7% 

阿見吉原市街地 0 0.0% 

 

  

阿見市街地 

荒川沖市街地 

阿見吉原市街地 



Chapter Ⅱ 

18 

 

４．医療施設 

医療施設（歯科医院を除く病院，診療所）を徒歩で利用可能な人口は，町全体で 62.1％であるの

に対し，阿見市街地で 91.9％，荒川沖市街地で 78.5％となっています。他の施設と同様に，市街化

区域では，徒歩での医療施設の利用が概ね可能な環境となっていますが，阿見市街地と荒川沖市街

地でのカバー率の差が大きくなっています。 

一方，阿見吉原市街地については，調査時点で施設が立地していないことから０％となっていま

す。 

 

図－医療施設の利便性〔2018 年(平成 30 年)９月時点〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－医療施設のカバー率 

集計区域 利用圏人口（人） カバー率 

全    体 29,529 62.1% 

市街化区域 

阿見市街地 12,173 91.9% 

荒川沖市街地 7,727 78.5% 

阿見吉原市街地 0 0.0% 

 

 

  

阿見市街地 

荒川沖市街地 

阿見吉原市街地 
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５．公共交通（路線バス） 

本町内には鉄道駅はありませんが，JR常磐線土浦駅，JR荒川沖駅を利用することができます。ま

た，路線バスを徒歩で利用可能な人口は，町全体で 49.4％であるのに対し，阿見市街地で 87.3％，

荒川沖市街地で 41.9％，阿見吉原市街地で 17.3％となっており，他の生活利便施設と比較してカ

バー率が低くなっています。なお，平成 31 年３月をもって稲敷～阿見広域バスは廃止となってお

り，荒川沖市街地，阿見吉原市街地のカバー率は低下しています。 

 

図－公共交通（路線バス）の利便性〔2018 年(平成 30 年)９月時点〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－公共交通（路線バス）のカバー率 

集計区域 利用圏人口（人） カバー率 

全    体 23,461 49.4% 

市街化区域 

阿見市街地 11,563 87.3% 

荒川沖市街地 4,129 41.9% 

阿見吉原市街地 40 17.3% 

 

  

阿見市街地 

荒川沖市街地 

阿見吉原市街地 
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６．庁舎（行政サービス） 

庁舎（役場，出張所，文教等）を徒歩で利用可能な人口は，町全体で 47.1％であるのに対し，阿

見市街地で 47.1％，荒川沖市街地で 89.1％となっています。徒歩での福祉施設の利用が概ね可能

な環境となっています。一方，阿見吉原市街地については，調査時点で施設が立地していないこと

から０％となっています。 

 

図－庁舎（行政サービス）の利便性〔2018 年(平成 30 年)９月時点〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－庁舎（行政サービス）のカバー率 

集計区域 利用圏人口（人） カバー率 

全    体 22,407 47.1% 

市街化区域 

阿見市街地 6,244 47.1% 

荒川沖市街地 8,777 89.1% 

阿見吉原市街地 0 0.0% 

   

※カバー率算出する際の母数は，47,535 人（H27 国勢調査阿見町人口） 

市街化区域はメッシュにて算出 →阿見市街地   13,249 人 

荒川沖市街地   9,845 人 

阿見吉原市街地   231 人 

  

阿見市街地 

荒川沖市街地 

阿見吉原市街地 
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Ⅱ－２ 市街化区域に関する評価 

 

１．人口集積の状況 

平成７年と平成 27 年の国勢調査から市街化区域の人口集積をみると，阿見市街地では，人口が

増加する地域と減少する地域に区分され，市街地東部から南部にかけて増加する傾向を示す一方で，

北部の一部では人口減少傾向を示しています。 

また，新市街地である荒川沖市街地や阿見吉原市街地では，特に荒川沖市街地での人口集積が顕

著となっていますが，阿見吉原市街地については，今後集積が進むことが見込まれる地区となって

います。 

 

図－人口増減率〔1995 年(平成７年)→2015 年(平成 27 年)〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢３区分別人口密度をみると，全体的に少子・高齢化が進む中で，町域東部での高齢化と生産

年齢人口の市街化区域への定着が進む傾向にあります。年少人口については，阿見市街地東部と荒

川沖市街地に集中しており，生産年齢も同様の傾向を示しますが，老年人口については，阿見市街

地の東部や南部でも増加する傾向にあります。 

 

  

阿見市街地 

荒川沖市街地 

阿見吉原市街地 
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図－年齢３区分別人口密度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1995 年(H7 年)年少人口密度 2015 年(H27 年)年少人口密度 

1995 年(H7 年)生産年齢人口密度 2015 年(H27 年)生産年齢人口密度 

1995 年(H7 年)老年人口密度 2015 年(H27 年)老年人口密度 



阿見町立地適正化計画 

23 

C
h

ap
ter 

Ⅰ
 

C
h

ap
ter Ⅱ

 
C

ap
ter 

Ⅲ
 

C
h

ap
ter Ⅳ

 
C

h
ap

ter 
Ⅴ

 
C

h
ater 

Ⅵ
 

In
tro

d
u

ctio
n

 
D

cu
m

en
t 

C
h

ap
ter 

Ⅶ
 

 

２．生活利便施設の利用圏域の状況 

阿見市街地や荒川沖市街地で利便性が高くなっています。生活利便施設のうち，商業施設，医療

施設，福祉施設，児童福祉施設等については，市街化区域のほとんどをカバーしており，徒歩での

利用が可能となっています。 

一方，公共交通については，阿見市街地では８割を超える地区をカバーしているものの，荒川沖

市街地や阿見吉原市街地では低い状況となっています。 

 

表－生活利便施設の利用圏域の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施     設 利用圏人口(人) カバー率

37,040 77.9%

阿見市街地 12,991 98.1%

荒川沖市街地 9,580 97.3%

阿見吉原市街地 205 88.9%

34,353 72.3%

阿見市街地 12,895 97.3%

荒川沖市街地 7,988 81.1%

阿見吉原市街地 0 0.0%

31,634 66.5%

阿見市街地 11,352 85.7%

荒川沖市街地 9,622 97.7%

阿見吉原市街地 0 0.0%

29,529 62.1%

阿見市街地 12,173 91.9%

荒川沖市街地 7,727 78.5%

阿見吉原市街地 0 0.0%

23,461 49.4%

阿見市街地 11,563 87.3%

荒川沖市街地 4,129 41.9%

阿見吉原市街地 40 17.3%

22,407 47.1%

阿見市街地 6,244 47.1%

荒川沖市街地 8,777 89.1%

阿見吉原市街地 0 0.0%

商業施設

集計区域

市街化区域

市街化区域

市街化区域

市街化区域

市街化区域

市街化区域

全　　体

全　　体

全　　体

全　　体

全　　体

全　　体

庁　　舎

公共交通

医療施設

児童福祉施設

福祉施設
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３．全ての生活利便性が確保されている区域 

生活利便施設の利用圏が重複する区域は，阿見市街地の 51.7％，荒川沖市街地 18.0％，阿見吉原

市街地０％となっています。 

重複する区域と人口密度の高い区域をみると，阿見市街地，荒川沖市街地とも若干のずれが生じ

ており，都市機能誘導区域と居住誘導区域の設定において考慮が必要と考えられます。 

 

図－生活利便施設が重複する区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－生活利便施設が重複する区域 

 
面 積 

(ha) 

対市街化区域 

(％) 

利用圏人口 

(人) 

カバー率 

(％) 

市街化区域 

※工業系除く 
357.4  32.6  10,083  32.6  

 

阿見市街地 285.5  51.7  7,824  59.1  

荒川沖市街地 69.0  18.0  2,259  22.9  

阿見吉原市街地 0  0  0  0.0  

 

４．災害に関する法規制（河川浸水想定区域，土砂災害警戒区域，土砂災害特別警戒区域）の状況 

災害に関する法規制（河川浸水想定区域，土砂災害警戒区域，土砂災害特別警戒区域）は，市街

化区域のうち阿見市街地北部の霞ヶ浦沿岸地域に集中しています。立地適正化計画における居住誘

導区域の設定にあたっては，災害発生の危険がある区域については，基本的に居住誘導区域から除

外することになることから留意が必要です。  

阿見市街地 

荒川沖市街地 

阿見吉原市街地 
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Ⅱ－３ 阿見町の将来の見通し 

 

１．人口に関する見通し 

 

（１）国勢調査での人口の推移 

本町の人口は，2005年(平成 17 年)まで増加を続けていましたが，2010年(平成 22 年)にかけ

て横ばいとなり，2015年(平成 27年)にはやや減少している状況にあります。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）将来人口の見通し 

 国立社会保障・人口問題研究所による将来人口推計では，目標年次とする 2040年(令和 22年)

の人口は 40,298人と推計されています。年齢 3区分別では，65歳以上の老年人口の割合が 2015

年(平成 27 年)の 25.4％から 2040 年(令和 22 年)では 35.7％まで増加する一方で，15 歳から 64

歳の生産年齢人口は 61.6％から 53.0％と大幅に減少すると推計されています。 

しかし，阿見町人口ビジョンでは，阿見町第６次総合計画において 2023年(令和５年)の人口見

通しを 50,000人としていることを踏まえ，安心して子育てができる環境整備などの少子化対策，

多様な雇用の場の確保，町外からも人を呼び込むことのできる魅力ある宅地・住宅の供給などを

計画的に推進することにより，2040(令和 22年)年の人口を 50,871人としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8,395 8,769 8,364 7,773 6,879 6,452 6,311
0～14歳

6,158

22,495
25,553

29,648 32,531 33,415 33,407 31,494 15～64歳
29,059

2,828

3,345

4,178
5,346 6,624 8,133 9,927 65歳以上

12,013

(2)

(3)
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10,000

20,000
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図－人口の推移（国勢調査） 

資料：国勢調査 

 

図－将来人口の見通し 

資料：社会保障・人口問題研究所，阿見町人口ビジョン 
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２．財政に関する見通し 

  今後の財政の見通しについては，阿見町公共施設等総合管理計画〔2017 年(平成 29 年)３月〕の

中で，以下のように推計されており，中期的には歳入は減少方向，歳出は微増，硬直化を示すこと

が見込まれています。 

 

（１）中長期的な歳入の見通し 

   地方交付税の減少が見込まれ，全体として微減傾向で推移することが想定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）中長期的な歳出の見通し 

扶助費や繰出金が増加傾向にあり，全体的に微増で推移します。政策的な事業は歳入歳出差引

の部分で取り扱うものとなりますが，歳入歳出差引が減少し財政の硬直化が進んでいくことが読

み取れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：阿見町公共施設等総合管理計画 

図－中長期的な歳出の見通し 

図－中長期的な歳入の見通し 

資料：阿見町公共施設等総合管理計画 
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３．公共施設等に関する見通し 

  前項で示した財政の見通しや，少子・高齢化，人口減少等の社会環境の変化を踏まえ，公共施設

等については，将来的な更新費用の確保や施設量の適正化が求められており，公共施設等について

は，阿見町公共施設等総合管理計画の中で，以下のような基本方針が示されています。 

 

■基本方針－１ コストの抑制と財源の確保 

・建物及びインフラ施設の維持管理や修繕費用の削減。 

・使用料の適正化と指定管理者制度の導入可能性の検討。 

・大規模な施設更新を行う際のＰＦＩ※・ＰＰＰ※の検討，施設の広域化についての検討。 

・各公共施設において実施している事業内容の再検証による事業費の削減。 

・予防保全の観点から施設の改修によるコストの抑制と平準化。 

 

■基本方針－２ 計画的な保全による施設の長寿命化 

・計画的改修による長寿命化。 

・施設類型ごとの個別施設計画の策定。 

・点検，診断，劣化度調査等の実施。 

・1981年(昭和 56年)以前の旧耐震基準施設の耐震補強の実施または用途廃止の判断。 

・予防保全に基づく改修による利用者の安全確保。 

 

■基本方針－３ 公共施設延床面積の適正化 

・財政的な見通しと将来の更新費用の推計を踏まえ，2017年度(平成 29年度)以降の 30年間

(2046年度(令和 28年度)まで)で町の公共施設の延床面積を 20％削減する。 

○面積適正化の視点① 「既存の再編計画を着実に進める」 

○面積適正化の視点② 「役割を終える施設を手放すことで面積を削減」 

○面積適正化の視点③ 「統廃合により面積を削減」 

○面積適正化の視点④ 「面積を増やさない」 

○面積適正化の視点⑤ 「定住促進の視点と町民の視点から必要な施設は維持する」 

 

 公共施設等については，今後，既存施設の長寿命化を図りつつ，延べ床面積ベースで 20％の削

減が示されており，施設の再編・統廃合，用途廃止を図る一方で，必要な施設の維持を図ることと

なっています。 
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第Ⅲ章 阿見町の都市構造 

 

Ⅲ－１ 都市計画マスタープランの考え方 

 １．都市計画マスタープランの基本ゾーニング 

   阿見町都市計画マスタープランでは，第６次総合計画において示されたゾーニング(「市街地形

成ゾーン」，「生産・流通ゾーン」，「自然環境共生ゾーン」)をベースに土地利用ゾーニングが設定さ

れています。 

表－都市計画マスタープランにおける基本ゾーニング 

都市計画マスタープランでの位置づけ 
立地適正化

計画の対象 

市街地ゾーン □中央地区 

□西部地区 

・都市基盤整備や都市機能の充実を図ります。 

・交通ネットワークの強化，良質な都市景観の

形成などを通じて，利便性が高く，快適で暮

らしやすい市街地の形成を図ります。 

● 

□南平台地区 ・良好な住宅環境の維持に努めるとともに，道

路整備により向上したポテンシャルを生か

し，地域の利便性を高めます。 

- 

□阿見吉原地区 ・周辺環境との調和を図りながら，良好な市街

地の形成を図ります。 
● 

生産・流通 

ゾーン 

□既設の工業団地 

・筑波南第一工業団 

地 

・福田工業団地 

・阿見東部工業団地 

・定住人口と雇用の場を確保するため，立地企

業の振興に努めるとともに，優良企業の誘致

促進を図ります。 ● 

□阿見吉原地区 ・周辺の自然環境との調和を図りつつ，優良企

業の誘致を促進することにより，潤いある生

産・流通環境の形成を図ります 。 

● 

□主要な道路沿い ・産業活動を高めるために必要とされる土地利

用を推進します。 
- 

環境・共生ゾーン ・貴重な緑の保全・活用を図るとともに，農地

や集落地などの生活環境の維持・保全を図り

ます。 

・特に生活機能が集積している集落を中心に，

その周辺に位置する集落を含めた，より広い

集落生活圏において，一定の生活サービスを

享受できるネットワークを構築することに

より，全体として集落への定住促進に資する

土地利用を図ります。 

- 

将来市街地検討 

ゾーン 

□上本郷中根区域 

□牛久阿見ＩＣ周辺区

域 

□西郷周辺区域 

・将来的に，民間開発行為を誘導し，都市機能

や生産・流通機能の集約を図るエリアとして

検討します。  
- 
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２．都市計画マスタープランでの将来都市構造 

   阿見町都市計画マスタープランでは，前項のゾーニングをもとに，都市構造について以下のよう

に示されています。 

表－都市計画マスタープランでの将来都市構造 

項 目 考え方 

機能別拠点及び拠点

区域の配置 

本町は鉄道駅を中心とした中心市街地に商業・業務・行政・居住等の機能が集約する都

市構造ではなく，複数の市街地が分散し，その市街地の中に商業機能や生活機能などをも

つ拠点が点在しており，その拠点が相互に補完しあいながらゆるやかに連携する都市構

造であることが特徴です。このような，本町の都市的な機能配置の特徴を踏まえ，地域に

点在するそれぞれの拠点の機能分担をより明確にするとともに，拠点への更なる都市機

能集約を図ることにより，効率的・機能的な都市構造の形成を目指します。また，町内で

より中心的な役割を担う都市機能集約拠点区域の形成を図ります。 

機能別ネットワーク

(軸)の配置 

 本町の機能別拠点，都市機能集約拠点における都市機能の充実や公共交通を含めた人

の移動，物の移動の活性化を目指すとともに，新たな市街地形成も視野に入れ，機能別ネ

ットワーク(軸)を配置します。機能別ネットワーク(軸)は，軸がもつ広域性のランクを概

ね３段階に区分し，それぞれ広域連携軸，地域連携軸，都市軸として配置します。 

交通ネットワークの

配置 

 本町の道路体系の骨格をなし，市街地間，拠点間を連絡するネットワークを，首都圏や

周辺都市間を連携するものと，町民の日常生活の利便性向上を図るためのものについて，

それぞれ機能別に位置づけます。より広域を連携するものを広域幹線ネットワーク，地域

や市街地間を連携するものを地域幹線ネットワークに位置づけます。また，霞ケ浦湖岸に

サイクリングネットワークを位置づけます。 

 

図－将来都市構造図 
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Ⅲ－２ 立地適正化計画における将来都市構造の考え方 

立地適正化計画では，市街地の集約とともに，市街地の連携を確保するため，都市計画道路の整

備や公共交通についても，その整備の必要性や優先順位を考慮する必要があることから，本町の将

来都市構造について，都市計画マスタープランの位置づけをもとに，以下のように示します。 

 

１．市街化区域の構成 

 市街化区域については，「居住機能」，「商業・業務機能」，「産業機能」の３つに区分し，以下に示

す考え方に基づき，市街地形成を図ることとします。なお，立地適正化計画において，誘導区域設

定の検討対象は，「居住機能」を有する阿見市街地，荒川沖市街地，阿見吉原市街地の３つの市街化

区域とします。 

表―本町の市街化区域の概要 

地区名 

都市マスでの土地利用区分 

地区の概要 
居住機能 

商業 

・業務機能 
産業機能 

阿見市街地 

● ● － 

〇行政，文教機能等が立地しています。 

〇一団の防衛用地や工場用地が位置しています。 

〇福祉機能や公益サービス機能が隣接しています。 

荒川沖市街地 

● ● － 

〇駅に最も近接する市街地です。 

〇土地区画整理事業が施行された本郷第一地区は，

利便性の高い市街地となっています。 

〇北部は開発年次が古い一方，南部では市街化が進

行しています。 

阿見吉原市街地 

● ● ● 

〇土地区画整理事業により整備された市街地です。 

〇産業，交流，居住等の機能が共存する複合的な市

街地形成を目指しています。 

筑波南第一工業団地  － － ● 〇計画的に整備された工業団地で，本町における産

業の基幹をなす市街地となっています。 福田工業団地 － － ● 

阿見東部工業団地 － － ● 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図－市街化区域の位置と区分 
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２．３つの市街地連携の考え方 

 

（１）市街地連携軸 

 立地適正化計画の検討対象となる３つの市街化区域(阿見市街地，荒川沖市街地，阿見吉原市

街地)では，それぞれ特徴の異なる都市機能を有しており，今後，町内における生活利便性を提供

するためには，各市街地の連携が不可欠となることから，都市計画道路や既存の県道や町道によ

るネットワークの形成を図りますが，市街地連携の基本となる都市計画道路を次のように位置づ

けます。なお，これらの路線については，将来的に路線バスなどの公共交通機能の収容も想定し

ます。 

表－市街地連携軸の機能 

路線名 市街地連携軸としての機能 

国道 125 号バイパス 
 本町の東西軸を担うとともに，町東部の市街地と阿見市街地との

連携を担います。 

国道 125 号 

（立ノ越・大室線） 

 阿見市街地と土浦駅方面との連携を担います。 

中郷・寺子線 

新町・中郷線 

阿見市街地の南北軸を担うとともに，荒川沖・寺子線と接続し，

荒川沖市街地や荒川沖方面との連携を担います。 

荒川沖・寺子線 

寺子・飯倉線 

 荒川沖市街地の東西軸となる荒川沖・寺子線と，東部の生産・流

通ゾーンを連携する寺子・飯倉線により，町内から JR 荒川沖駅に

アクセスする主要な路線を構成します。 

追原・久野線 
 阿見東ＩＣへのアクセス道路としての機能を担うとともに，町東

部の産業エリアの南北軸を形成します。 
 

図－市街地連携軸の考え方 
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（２）公共交通による連携軸 

 公共交通については，高齢化の進展や環境意識の高まりの中で，今後も重要な交通機関となる

ことから，既存の路線と都市計画道路において，公共交通の収容を想定することとします。また，

町南部では，JRひたち野うしく駅やつくば市中心部とのアクセスを確保するため，中根・飯倉線

や本郷・中根線の整備，既存の県道や町道の充実などによる公共交通の収容を想定します。なお，

自動運転技術の発展に伴い，自動運転による公共交通の運行も見込まれるため，連携軸を活かし

た新たな公共交通の収容も想定します。 

 

図－公共交通による連携軸の考え方 
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３．市街化区域と市街化調整区域の連携に関する考え方 

本町では，市街化区域及び市街化調整区域の指定以降，市街化区域への人口集積が進んでいます

が，現在でも市街化調整区域に人口の約４割が居住しています。市街化調整区域には合併前の地域

の中心で，郵便局やＪＡ，小規模店舗等が立地する拠点的な集落や，計画的な住宅開発が行われた

南平台地区が存しており，このような地区の生活利便性を維持・確保することが不可欠であり，立

地適正化計画の策定においては，以下のような点に配慮することとします。 

 

表－市街化区域と市街化調整区域の連携に関する考え方 

配慮事項 内  容 

市街化区域での拠点機能充実 
〇立地適正化計画により，市街化区域への生活利便機能等の

集積を進めます。 

市街化区域へのアクセス確保 
〇市街化調整区域から市街化区域の生活利便機能へのアクセ

ス性を高めるため，道路や公共交通の充実を図ります。 

市街化調整区域での拠点の維持・確保  
〇拠点的集落や南平台地区での生活利便機能の維持・確保を

図るため，「小さな拠点」の形成について検討します。 

 

図－小さな拠点※のイメージ〔2017 年(平成 29 年)４月 内閣府〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※小さな拠点 

人口減少や高齢化が著しい地域

等で，一体的な日常生活圏を構成し

ている「集落生活圏」を基本に，将

来にわたって地域住民が暮らし続

けることができるよう，  

 ①地域住民が主体となった集落

生活圏の将来像の合意形成  

 ②持続的な取組体制の確立（地域

運営組織の形成）  

 ③生活サービスの維持・確保  

 ④地域の収入の確保のためのコ

ミュニティビジネスの実施  

などの取組を進め，地域に合った生

活サービス機能や交通ネットワー

クの確保を図ろうとするものです。 

資料：2011 年(H23 年)都市計画基礎調査  ※行政区域人口は各年国勢調査 

1975年
(Ｓ50年)

1980年
(Ｓ55年)

1985年
(Ｓ60年)

1990年
(Ｈ2年)

1995年
(Ｈ7年)

2000年
(Ｈ12年)

2005年
(Ｈ17年)

2010年
(Ｈ22年)

14,263 17,337 21,354 24,327 29,653 29,489 29,020 29,630

48.0% 51.4% 56.7% 57.7% 65.0% 62.8% 60.5% 61.8%

15,474 16,383 16,316 17,865 15,998 17,433 18,974 18,310

52.0% 48.6% 43.3% 42.3% 35.0% 37.2% 39.5% 38.2%

29,737 33,720 37,670 42,192 45,651 46,922 47,994 47,940

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

市街化区域

市街化調整区域

行政区域

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000
市街化区域 市街化調整区域

図－市街化区域と市街化調整区域の人口の推移 
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図－市街化調整区域における拠点配置の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－市街化調整区域における拠点地区の考え方 

地区名 概  要 

南平台地区 

 計画的に整備された住宅団地であり，コンビニエンスストアや医療・

福祉施設が立地していることから，これらの維持を図りながら，居住環

境の保全と周辺集落を含めた地域の拠点としての機能充実を検討しま

す。 

実穀地区 
 郵便局が位置しているとともに，実穀小学校跡地があることから，跡

地の利活用検討において，拠点機能の導入を検討します。 

吉原地区 
 吉原小学校跡地があることから，跡地の利活用検討において，拠点機

能の導入を検討します。 

君原地区  郵便局が位置する集落を中心として，拠点機能の導入を検討します。 
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地方創生拠点整備交付金の概要（参考） 

 

（１）事業概要 

地域経済の活性化という喫緊の課題に対応するため，地方版総合戦略に基づく自主的・主体

的な地域拠点づくりなどの事業のうち，地方創生につながる先導的な施設整備を支援する交付

金で，地域の観光振興や住民所得の向上等の基盤となる先導的な施設整備等を支援する。これ

により，所得や消費の拡大を促すとともに「まち」を活性化させ，地方の定住・交流人口の拡

大にも寄与する。 

 

①地域の所得や消費の拡大を促すとともに「まち」の活性化につながる先導的 な施設整備

等を支援 

②ＫＰＩ※を伴うＰＤＣＡ※サイクルを組み込み，従来の「縦割り」事業を超えた取組 

 

（２）事業イメージ 

〇地域資源を効果的に活用し，ローカルイノベーション※を起こすことにより，観光や農林水

産業の先駆的な振興に資する施設 

〇地方への人の流れを飛躍的に加速化し，地方への移住や起業等に確実につながる施設 

〇地域における多様な働き方を先駆的に実現し，女性や高齢者の就業を効果的に促進するため

の施設 

〇地域での魅力的なまちづくりを実現し，交流人口の拡大や地域の消費拡大に効果的に結びつ

く施設 

 

（３）期待される効果 

○地域の観光振興や住民所得の向上等の基盤となる施設の整備等を通して，所得や消費の拡大

を促すとともに「まち」を活性化させることで，地方の定住・交流人口の拡大にも寄与し，

地方創生の充実・強化につなげる。 

【活用事例】 廃校を利用した地域活動拠点の整備計画（北海道蘭越町） 

 

地域住民にとってなじみ深く，地域の拠点として住民が足を運びやすく，交流しやすい

旧小学校をリニューアルし，地域活動の拠点とする。 

町内会組織が主体となり，地域住民の集会やイベント，高齢者の憩いの場としての活用

の他，児童・生徒を対象とした「農業伝承塾」や若手や新規の就農者を対象とした「米作

り教室」の開催など，多世代が集い，学ぶ場所として活用する。 
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第Ⅳ章 立地適正化計画策定にあたっての課題 

Ⅳ－１ 都市を巡る環境（社会背景） 

１．人口構造の変化 

我が国の人口は，2008年(平成 20 年)以降減少局面に入っています。国立社会保障・人口問題研

究所の推計では，2040年(令和 22 年)頃にかけて人口減少は加速していくと推計されています。こ

のような中で，都市においては，これまでの拡大型の都市計画から，集約型の都市計画が求められ

ます。具体的には，人口減少と年齢構成の変化により，次のような影響をもたらすとされています。 

都市機能維持への対応 〇生活支援，医療サービス等，一定の人口集積を必要とする都市機

能の維持が困難になる。 

教育や地域環境の維持 〇学校の小規模化や児童生徒数の減少が進行する。 

〇統廃合により地域活動やコミュニティの希薄化を招く。 

地域経済活動の縮小 〇サービスの提供や地域活動を担う人材確保が困難になる。 

〇中小企業の廃業や農家の減少等により，地域経済が縮小する。 

高齢者の生活環境の維持 〇医療・介護・住まい・公共交通・生活支援等のサービス需要の増

加が予想される。 

〇単身高齢者世帯の増加と，地域でのサービス供給体制，健康づく

りの環境整備が求められる。 

 

２．情報技術の進展 

Society5.0※の到来をはじめ，今後も予想できない新たな技術が登場する可能性があるといわれ

ています。第一に，IoT※によって様々な情報が共有され，人材不足や距離，従来は対応困難であっ

た個人や地域の課題に対して，きめ細やかに対応できるようになる可能性が指摘されています。さ

らに，AI※(Artificial Intelligence：人工知能)により，雇用や産業構造の変化も予想されており，

このような情報技術の進展による変化に対応したまちづくりが求められています。 

新たな技術の活用 〇少子高齢社会のまちづくりにおいて，ＩｏＴやＡＩといった情報

技術を効果的に活用することが求められる。 

効率的な情報基盤の整備 〇情報基盤の効率的な整備を考慮した都市のあり方の検討が求め

られる。 

 

３．働き方や暮らし方の変化 

 人口減少や情報技術の発達に伴い，働き方や雇用のあり方の変化が予想されています。女性や高

齢者の労働参加が期待され，保育ニーズの高まりや効率的なライフスタイルが求められます。また，

情報技術の発達や日本型雇用システムの衰退等により，勤務体制や働く場所の変化がみられるよう

になっており，従来のような職住分離の暮らし方から，組織や場所にとらわれない多様で柔軟な働

き方，生き方を選択できる社会となり，人々の働き方や暮らし方がより多様化・複線化していくこ

とが予想されています。 

変化する働き方への対応 〇通勤・通学の利便性とともに，情報技術を背景とした新しい働き

方への対応が求められる。 

多様化する暮らし方への対

応 

〇共働き世帯や核家族の増加等を背景に多様化するライフスタイ

ルに対応した生活環境の提供が求められる。 
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４．都市の拡大とスポンジ化※の進行 

都市については，高度経済成長期に大きな拡大を示し，地方においても住宅団地や工業団地の開

発が進められてきましたが，人口減少下においてこのような状態が続けば，都市の低密度化・スポ

ンジ化や，公共交通の輸送効率の低下，投資効率の低下等が予想されます。 

また，空き地・空き家問題については，現時点では，人口減少，三世代同居の減少，共働きによ

るより利便性の高い地域への居住ニーズの増加などが主たる要因となっていますが，今後の世帯数

の減少が見込まれる中で，一層増加することが予想され，これにより，地域の環境や景観，治安の

悪化なども懸念されます。 

 

都市の低密度化への対応 〇土地利用や都市機能の集約化を進めることが求められる。 

空き家・空き地への対応 〇住宅や業務施設の活用を図るとともに，公共施設や公共用地の活

用も求められる。 

 

５．都市のインフラや都市空間に関する変化 

公益施設や道路，上下水道等の様々なインフラについては，老朽化が進み更新等の必要性が急速

に高まることが予想されています。これらについては，将来世代の負担の増加を抑制するため，長

寿命化や更新時期・費用の平準化，集約・複合化等が必要となっています。 

また，インフラについては，利用者の減少による一人当たりの維持管理費が増加するとともに，

人口減少に伴う利用者や使用量の減少に対応することが必要となっています。 

 

公共公益施設の量の適正化 〇人口減少や都市機能の集約化に対応した公共公益施設の統廃合

が求められる。 

長寿命化と維持管理コスト

の適正化 

〇インフラの長寿命化を図るとともに，維持管理コストの低減化に

取り組むことが求められる。 

 

６．災害リスクの高まり 

近年，大規模な自然災害に見舞われることが多く，今後も南海トラフ地震，首都直下地震等の発

生が予想されているとともに，気候変動による風水害の局地化，激甚化も指摘されています。 

このような災害リスクの高まりに対して，地域での防災力・消防力の維持・強化が課題となりま

すが，ハザードエリア※等，災害リスクのあるエリアでの都市的土地利用の抑制も必要となってい

ます。 

 

自然災害への対応 〇自然災害に対して安全な都市環境を確保することが求められる。 

災害リスクの最小化 〇ハザードエリアにおける都市的土地利用，開発の適正な規制が求

められる。 
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Ⅳ－２ 市街地の課題 

 

１．阿見市街地の課題 

 

阿
見
市
街
地 

□市街地の中心拠点の明確化 

 →国道 125 号バイパスの供用により，商業施設の中心はバイパス沿道となっています。また，公

益施設については，市街化区域に隣接して立地する施設もあり，このように分散して立地する

施設の連携と中心拠点の明確化が必要です。 

□人口が減少するエリアへの対応 

 →人口が減少するエリアでは，空き家・空き地の発生等が懸念されるため，居住の維持や土地利

用更新等を検討する必要があります。 

□市街地環境の維持 

 →土地区画整理事業施行地区や住宅団地として開発した区域については，計画的に整備が行われ

た地区として，居住空間としての価値を維持することが必要です。 

□廻戸地区の整備方針の検討 

 →廻戸地区では，土地区画整理事業や都市計画道路が都市計画決定されていますが，地形的制約

や災害関係規制を踏まえた整備方針を明確にする必要があります。 

□一団の非住居系土地利用との調和の確保 

 →防衛用地，文教厚生用地，工場用地等の一団の非住居系土地利用が存しますが，居住環境との

調和に配慮しつつ，機能の維持を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図－阿見市街地の課題 
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２．荒川沖市街地の課題 

 

荒
川
沖
市
街
地 

□市街地環境の維持 

 →土地区画整理事業施行地区や住宅団地として開発した区域については，計画的に整備が行われ

た地区として，居住空間としての価値を維持することが必要です。 

□計画的な市街地形成の誘導 

 →現在，荒川本郷地区で民間による宅地分譲が活発に行われていますが，公共サービス，福祉サ

ービス，教育施設のストックを考慮した市街化誘導が必要です。 

□市街地北部の都市基盤の更新 

 →市街地北部は開発年次が古く，現在の水準と比較すると，道路幅員やネットワーク，宅地規模

等が十分でないものもみられ，住居系市街地としての維持のためには更新についての検討が必

要です。 

□公共交通利便性の確保 

 →本町の中でも，駅に最も近接する市街地であることから，鉄道の利便性を活かした市街地形成

を目指すとともに，他の市街地からの公共交通によるアクセスを確保する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図－荒川沖市街地の課題 
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３．阿見吉原市街地の課題 

 

阿
見
吉
原
市
街
地 

□一団の非住居系土地利用との調和の確保 

 →あみプレミアム・アウトレットや産業用地等，一団の非住居系土地利用が存することから，居

住環境との調和に配慮しつつ，機能の維持を図る必要があります。 

□市街地形成の促進 

 →地区北部においては，地区の将来像に即して定められた地区計画に基づき，市街化を図るとと

もに，生活利便機能の充実が必要です。 

□周辺拠点や都市機能との連携確保 

 →圏央道阿見東 IC に隣接するものの，駅や周辺市街地と離れており，生活利便性の確保のため，

町内外の拠点や都市機能との連携の確保が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図－阿見吉原市街地の課題 
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Ⅳ－３ 立地適正化計画策定にあたっての課題 

これまで整理した阿見町の将来の見通しや都市構造，社会背景等から，計画策定にあたっての課題

を以下のように整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【阿見町の将来都市構造】 

 ■市街化区域の概要 

〇筑波南第一工業団地，福田工業団

地，阿見東部工業団地は産業系市

街地。 

〇阿見市街地，荒川沖市街地は住居

系市街地。 

〇阿見吉原市街地は複合系市街地。 

■市街地連携 

〇国道 125 号バイパス，国道 125

号（立ノ越・大室線），中郷・寺

子線，新町・中郷線，荒川沖・

寺子線，寺子・飯倉線，追原・

久野線等の都市計画道路により

市街地を連携。これらには公共

交通の収容も想定。 

■市街化区域と市街化調整区域の

連携 

〇人口の約４割が居住する市街化調

整区域での生活利便性の維持・確

保が必要。 

【市街化区域の課題】 

 ■阿見市街地 

□市街地の中心拠点の明確化 

□人口が減少するエリアへの対応 

□市街地環境の維持 

□廻戸地区の整備方針の検討 

□一団の非住居系土地利用との調

和の確保 

■荒川沖市街地 

□市街地環境の維持  

□計画的な市街地形成の誘導 

□市街地北部の都市基盤の更新 

□公共交通利便性の確保 

■阿見吉原市街地 

□一団の非住居系土地利用との調

和の確保  

□市街地形成の促進 

□周辺拠点や都市機能との連携確

保 

【計画策定の前提条件】 

（１）町民に対する集約化の背景と必要性に関する理解の浸透 

   人口減少や人口構成の変化に対応するため，立地適正化

計画が必要であることを，町民や事業者と行政が共通認識

とします。 

（２）生活利便施設の集約と持続性の確保 

   今後ニーズの増加が見込まれる生活サービス施設につい

て，都市機能の維持という視点だけでなく，多様化する暮

らし方に対応した市街地のあり方を示します。 

（３）居住空間の集約化と市街地環境整備の整合性確保 

   市街地の基本となる都市基盤の整備水準に配慮するとと

もに，将来的な整備のあり方についても検討します。 

（４）安全・安心を提供する基盤と環境の整備 

自然災害だけでなく，交通安全や治安など，居住環境の

安全・安心を提供する環境づくりに取り組みます。 

（５）市街化調整区域との連携のあり方の検討 

   市街化調整区域居住者の利便性確保は不可欠であること

から，市街化調整区域との連携確保や市街化調整区域での

拠点の維持・確保に必要な施策を検討します。 

（６）情報化技術の活用や新たな社会的要請への配慮 

   人口減少や高齢化といった現下の社会背景に対応する方

策として，まちづくりにおける情報技術の積極的な活用に

取り組みます。 

【阿見町の将来の見通し】 

 ■人口 
〇2005 年(平成 17 年)までは増加。

2010年(平成 22 年)に横ばいとな

り 2015年(平成 27年)にはやや減

少へ。 

〇第６次総合計画や人口ビジョン

での将来人口は 50,000 人。 

■公共施設 

〇少子・高齢化，人口減少等の社

会環境の変化を踏まえ，コスト

抑制，長寿命化，施設量の適正

化が必要。 

■財政 

〇中期的には歳入は減少方向。歳

出は扶助費等の増加により微増

で，硬直化を示すことが予想さ

れる。 
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【都市を巡る環境（社会背景）】 

□人口構造の変化：都市機能維持への対応，教育や地域環境の維持，地域経済活動の縮小，高齢者の生活環境の

維持 

□情報技術の進展：新たな技術の活用，効率的な情報基盤の整備 

□働き方や暮らし方の変化：変化する働き方への対応，多様化する暮らし方への対応 

□都市の拡大とスポンジ化の進行：都市の低密度化への対応，空き家・空き地への対応 

□都市のインフラや都市空間に関する変化：公共公益施設の量の適正化，長寿命化と維持管理コストの適正化 

□災害リスクの高まり：自然災害への対応，災害リスクの最小化 

【立地適正化計画策定にあたっての課題】 

 

課題－１ 集約化にあたってのプロセスの明確化 

   コンパクトなまちづくりを目指し，市街地の集約化を図るにあたり，町民が理解し得るプロセスを示

すことが必要です。 

 

課題－２ 都市基盤整備の可能性に関する検討 

   集約化にあたっては，既存の都市基盤の活用を図るとともに，計画的な整備が行われていない地区に

ついての整備や老朽化した施設の更新等，都市基盤の整備が重要になることから，これらの整備の可能

性についての検討が必要です。 

 

課題－３ 生活の場における安全・安心に配慮した誘導方針の検討 

   安全・安心な生活環境を確保するため，災害関係の法的規制や地形等を総合的に考慮し，居住を誘導

することに適さない地区についての方針づけが必要です。 

 

課題－４ 市街地での拠点区域の明確化（都市機能誘導） 

本町では，駅を有していないため駅を中心とする市街地が形成されておらず，市街地の拠点が散在し

ていることから，将来的に生活を支える拠点について明確化を図る必要があります。 

 

課題－５ 市街地の役割の明確化と魅力の創出 

異なる機能が集積する３つの市街地について，それぞれの性格づけを行い，提供できる生活環境や主

たる居住層とするターゲットを明確にして，具体的な生活像を描くことが必要です。 

 

課題－６ 大規模な土地利用との調和の確保 

   防衛用地，産業用地，文教厚生用地，商業・業務用地等の大規模な非住居系の用地については，今後

も存続することが想定されることから，これらとの調和を図った市街地のあり方を検討する必要があり

ます。 

 

課題－７ 市街地を連携するネットワークの形成 

３つの市街地については，市街地における拠点形成と合わせて，これらを連携するネットワークを確

保する必要があります。 
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本郷近隣公園 

茨大通り 

住宅地の街並み（本郷地区） 

あみプレミアム・アウトレット 
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第Ⅴ章 立地適正化計画策定の方向性 

 

Ⅴ－１ 阿見町立地適正化計画の考え方 

 

１．将来人口に関する考え方 

 将来人口については，将来市街地の規模を想定する基本となる要素であり，上位計画である阿見

町第６次総合計画での将来人口を基本とします。 

 なお，居住誘導区域ごとの将来居住人口については，町全体の将来人口を考慮しつつ，各市街地の

特性，面的整備の有無，土地利用状況等を考慮して，各市街地について目標とする人口と人口密度を

想定します。 

 

２．市街地形成履歴の考慮 

土地区画整理事業や開発行為等によって整備された区域については，「既存の資産」として，将来

においても居住を誘導する区域としますが，一部の地区では道路や宅地規模が狭小なものもみられ

ることから，個別に評価・検証を行い，誘導区域の設定を検討し，併せて都市基盤の整備・更新に関

する方針の検討も行います。 

一方，面的整備が実施されていない区域については，地形，災害の危険性，市街化動向，生活利便

施設からの距離等を考慮して，誘導区域設定の可否を検討しますが，基盤施設が未整備な地区が含

まれる場合は，居住水準を確保するための狭隘道路，排水施設等の整備についての方策を検討する

とともに，土地利用更新に関する方針についても検討することとします。 

さらに，本町では，平成 28年度に都市計画道路ネットワークの妥当性を検証する都市計画道路再

検討を行っており，この検討結果についても考慮して誘導区域設定の可否を検討することとします。 

 

３．市街地機能(役割)の整理 

 居住誘導区域については，工業専用系等の市街地を除いて，阿見市街地，荒川沖市街地といった住

居系市街地に設定する他，複合系市街地となっている阿見吉原市街地での居住誘導区域の設定を検

討し，都市機能誘導区域については，各市街地の特性や都市機能のストックを考慮しながら，それぞ

れが担うべき機能のあり方を明確にし，設定することとします。併せて，人口や都市機能の維持を図

るだけでなく，新たな定住者の確保や居住者の転入促進を図る視点から，市街地の魅力や生活にお

ける付加価値を創出するため，各市街地での生活像やターゲットを設定し，市街地としての魅力の

訴求力を高めることを目指します。 

表－市街地機能（役割）の整理 

  各地区の役割の考え方 市街地の魅力・付加価値の創出 

阿見市街地 行政・福祉・文教 全ての世代が暮らしやすい街 

荒川沖市街地 生活支援・交通 子育て層に向けた便利で安全な街 

阿見吉原市街地 生活支援 居住と一体となった働き方ができる街 
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４．非住居系土地利用の考え方 

 立地適正化計画では，非住居系土地利用については，誘導区域から除外することとなります。非住

居系土地利用については，工業系土地利用が基本となりますが，本町では，市街化区域内に防衛隊用

地や文教厚生用地といった，今後も住居系土地利用への転換が見込まれない地区を有することから，

これらについても，非住居系土地利用として位置づけることとします。 

 また，阿見吉原市街地のうち，商業・業務系の土地利用については，地区計画により住居系用途の

制限を行っていることから，このような地区についても非住居系土地利用とすることとします。 

 

５．市街地の連携強化方策 

 本町では，阿見市街地，荒川沖市街地，阿見吉原市街地を基本として，住居系市街地の形成を目指

しますが，これらの市街地が機能分担をしつつ，一体性を有して機能するためには，ネットワークが

不可欠です。 

 そのため，都市計画道路を基本として，３つの市街地の連携を確保するとともに，市街化区域内に

立地する利便施設の利用を不可欠とする市街化調整区域との連携強化を図ります。 

 また，このようなネットワークには，公共交通の収容も想定することとしますが，阿見町には鉄道

駅がないことから，JR 土浦駅，JR 荒川沖駅，JR ひたち野うしく駅といった JR 常磐線各駅との連携

を確保します。さらに，バスについては，IｏT をはじめとする情報技術の活用が進むと想定される

ことから，このような情報技術を活用した交通ネットワークの充実についても考慮することとしま

す。 

 

６．市街化調整区域との連携方策 

本町の市街化区域は，都市計画区域の約 19.5％程度であり，市街化調整区域には，集落が形成さ

れるだけでなく住宅団地も形成されており，人々の生活の場となっています。立地適正化計画では，

市街化区域を対象として計画策定を行いますが，このような特性を踏まえ，市街化区域の生活機能

確保やネットワーク形成だけでなく，市街化区域と市街化調整区域との連携や，市街化調整区域で

の拠点の維持・確保について以下のような点から必要な事項を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 □３つの市街地と周辺集落との関係性の明確化 

   →行政区等を単位とするサービス提供のあり方について，公共交通と合わせて整理し

ます。 

 □市街化調整区域での拠点の位置づけ 

   →市街化調整区域に人口の約４割が居住することから，南平台地区や市街化調整区域

での拠点における誘導機能，誘導方策(都市計画制度や小さな拠点の活用)を示しま

す。 
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Ⅴ－２ まちづくりの基本方針 

  まちづくりの基本方針については，居住誘導区域，都市機能誘導区域等，立地適正化計画で設定・

検討する事項の基本的姿勢を示すものであり，これまで整理した立地適正化計画策定の課題と方向性

を踏まえ方針を定めます。 

 

図－立地適正化計画の課題と方向性の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  立地適正化計画の策定においては，「コンパクト・プラス・ネットワーク」という考え方が重要にな

り，「都市機能や居住の集約化」と「公共交通による連携」が必要になります。 

本町の各市街地は，鉄道駅を有していないことから，いわゆる中心市街地が形成されておらず，「拠

点」が不明確な状況となっています。 

  また，公共交通については，路線バスを主体として JR 土浦駅等へのアクセスが確保されているも

のの，利用者数の減少に伴い，運行本数や路線が減少している状況です。さらに，市街地が分散して

形成されている中で，これらの連携を図る「ネットワーク」も形成されていない状況となっています。 

  一方で，市街化区域については，市街化区域居住者だけでなく，市街化調整区域に居住する住民に

対しても生活利便性を提供することが求められ，「拠点」と「ネットワーク」の形成は，「町全体を俯

瞰」したあり方が求められます。  

  

・将来人口 5 万人(第 6 次総合計画) 

・土地区画整理事業等により整備された基盤の活

用 

・今後の都市基盤整備の可能性・妥当性等の検証 

・生活利便施設の集積や災害リスクの考慮 

 

・各市街地の担うべき機能の明確化 

・各市街地での生活像の設定 

 

・工業系土地利用の他防衛用地や文教厚生用地

等本町の特徴的な土地利用を非住居系として

設定 

将来人口に関する考え方 

市街地形成履歴の考慮 

集
約
化
に
向
け
た
プ
ロ
セ
ス
の
明
確
化 

都市基盤整備の可能性に関する検討 

生活の場における安全・安心に配慮し

た誘導方針の検討 

市街地機能(役割)の整理 

・機能分担された市街地間をネットワークするこ

とによる一体性の強化 

・市街化区域と市街化調整区域の連携 

・市街化調整区域の拠点の維持・確保 

非住居系土地利用の考え方 

市街地の連携強化方策 

市街化調整区域との連携方策 

市街地の役割の明確化と魅力の創出 

  

市街地での拠点区域の明確化 

大規模な土地利用との調和の確保 

立地適正化計画策定の課題 立地適正化計画策定の方向性

性 



Chapter Ⅴ 

48 

 

  このようなことを踏まえ，本計画におけるまちづくりの基本方針と，この基本方針に基づいて施策

を展開することによる効果を以下のように設定します。 

 

図－まちづくりの基本方針と立地適正化計画による効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□居住環境や都市機能の維持 

□空き家・空き地の利活用促進 

□都市基盤の長寿命化・更新 

□公共交通の維持 

□災害リスクの低減 

□計画的な都市機能・居住の誘導 

□民間事業者による開発の誘導 

□ライフスタイルに合わせた環境創出 

□公共交通の確保 

□災害リスクの排除 

■拠点形成 

  各市街地での都市機能集積と居住エリア

の集約化，拠点を形成する都市機能の誘導

を図ります。 

■連携による利便性向上 

  各市街地間の連携，市街地と周辺集落に

ついて，公共交通等による連携を目指し，

町民の生活利便性の向上を図ります。 

都市機能や居住の集約化 公共交通による連携 

市街地における「拠点」の明確化 市街地間や駅へのネットワーク確保 

町全体を俯瞰 

暮らしを支える「拠点形成」と「連携による利便性向上」を目指すまちづくり 

まちづくりの基本方針 

既に居住や都市機能が集積する区域では 居住や都市機能の誘導が必要な区域では 

■効果１ 既存ストックを活用した既存の居住・都市機能集積の維持 

■効果２ 生活サービス施設の計画的な誘導による生活利便性の向上 

■効果３ 民間と公共の連携によるまちづくりの推進 

■効果４ 公共サービス（公共交通，行政サービス等）へのアクセス利便性の確保 

■効果５ 将来に向けた都市の維持・管理コストの適正化 

立地適正化計画による効果 

想定するまちづくり施策 
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第Ⅵ章 誘導区域の設定 

 

Ⅵ－１ 居住誘導区域の設定 

  

１．居住誘導区域の設定フロー 

    居住誘導区域は，以下のフローに基づき設定します。 

 

図－居住誘導区域の設定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■非住居系土地利用の区域 
□一部の工業地域   □一団の産業系用地   □防衛用地   

□住居系用途を制限している地区 

■災害の危険性のある区域（ハザードエリア） 
□河川浸水想定区域   □土砂災害警戒区域   □土砂災害特別警戒区域 

②居住誘導区域に「含めない区域」を設定します 

■基盤整備水準が低い区域 
□開発行為区域のうち，道路幅員，区画規模，供給処理施設水準の低い区域 

区域界の精査（区域の一体性や連続性，地形・地物等） 

③居住誘導区域に「含める区域」を設定します 

■地区計画等により，計画的宅地化を意図する区域 

■推計将来人口との整合性検討 

Step-2 居住誘導区域の設定 

Step-3 居住誘導区域の精査 

Step-1 居住誘導区域を設定する市街地の抽出 

①2015 年の DID※(人口集中地区)を基本とします 
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２．居住誘導区域を設定する市街地の抽出（Step－1） 

 

 （１）居住誘導区域設定の考え方 

都市計画運用指針第 11 版〔2020 年(令和 2 年)9 月〕の考え方について，本計画では本町の市

街地の特性を踏まえ，「人口集積」，「都市機能集積」，「公共交通」，「整備履歴」，「旧町村の中心地」

という要素から，居住誘導区域を設定する市街地の抽出を行います。 

 

図－本計画での居住誘導区域設定の考え方 

※都市構造の評価に関するハンドブックでは，駅から 800ｍとなっているが，JR荒川沖駅への利用を想定し 

１km として設定。 

 

 

 

  

居住誘導区域を定めることが 

考えられる区域  

(都市計画運用指針) 

 

本計画での考え方 

①都市機能や居住が集積している都市の

中心拠点及び生活拠点並びにその周辺

の区域 

 

Ａ 人口集積 

□住居系用途を有する市街地のうち，

2015年国勢調査でＤＩＤ(人口密度

40 人／ha 以上)を有する市街地 

 

Ｂ 都市機能集積 

□生活利便施設の立地 

 ①商業施設の利便性 

 ②高齢者福祉施設の利便性 

③児童福祉施設の利便性 

④医療施設の利便性 

②都市の中心拠点及び生活拠点に公共交

通により比較的容易にアクセスするこ

とができ，都市の中心拠点及び生活拠

点に位置する都市機能の利用圏として

一体的である区域 

 
Ｃ 公共交通 

□鉄道駅から１km※圏内 

□路線バスのバス停から 300m 圏内 

 

Ｄ 整備履歴 

□面的整備を行った区域（土地区画整

理事業，開発行為地区） 

□計画的な市街地形成を誘導する区

域（地区計画区域） 

③合併前の旧町村の中心部等，都市機能

や居住が一定程度集積している区域 

 

Ｅ 旧町村の中心地  

□青宿地区 
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（２）居住誘導区域を設定する市街地の抽出 

①「人口集積」による判断 

   本町の住居系用途地域を持つ市街化区域について，2015年(平成 27年)の国勢調査からＤ

ＩＤ(人口密度 40 人／ha以上)の有無をみると，阿見市街地，荒川沖市街地はＤＩＤを有す

るものの，阿見吉原市街地にはＤＩＤが指定されていない状況となっています。 

 

図－Ａ人口集積〔2015 年(平成 27 年)国勢調査のＤＩＤ(人口密度 40 人／ha 以上)〕を持つ市街化区域 
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②生活利便性（「都市機能集積」，「公共交通」）による判断 

    住居系用途地域を有する市街化区域における，生活利便施設の利便性を評価すると以下の

とおりとなり，徒歩で生活利便施設が利用できる割合は，阿見市街地では人口ベース，面積ベ

ースとも 50％を超えている一方で，阿見吉原市街地では０％となっています。 

 

表－生活利便施設利便性評価（人口ベース） 

地 区 名 

Ａ 

人口 

集積 

徒歩利用可能割合  

Ｂ都市機能集積 
Ｃ公共 

交通 
 

商業 
高齢者 

福祉 

児童 

福祉 
医療 

公共 

交通 

阿見市街地 △ 〇 ○ ○ ○ 〇 ○ 

 
徒歩利用可能圏内人口 

※Ａは対総人口 
27.9％ 98.1％ 70.0％ 85.7％ 96.0％ 83.0％ 59.1％ 

荒川沖市街地 △ 〇 ○ ○ ○ 〇 △ 

 
徒歩利用可能圏内人口 

※Ａは対総人口 
20.7％ 97.3％ 82.3％ 97.7％ 78.5％ 58.1％ 22.9％ 

阿見吉原市街地 △ ○ △ × × × × 

 
徒歩利用可能圏内人口 

※Ａは対総人口 
0.5％ 86.2％ 26.6％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 

 

 

 

 

 

表－生活利便施設利便性評価（面積ベース） 

地 区 名 

 

Ａ 

人口 

集積 

徒歩利用可能割合  

Ｂ都市機能集積 
Ｃ公共 

交通 
 

商業 
高齢者 

福祉 

児童 

福祉 
医療 

公共 

交通 

阿見市街地 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 徒歩利用可能面積 79.8% 88.4% 67.1% 79.1% 86.8% 73.8% 51.7% 

荒川沖市街地 △ ○ ○ ○ ○ △ △ 

 徒歩利用可能面積 45.4% 88.6% 66.3% 94.4% 82.4% 26.0% 17.9% 

阿見吉原市街地 × ○ △ × × × × 

 徒歩利用可能面積 0.0% 87.3% 39.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 

 

 

 

  

【評価基準】 

 〇：徒歩利用可能圏内人口が 50％以上 

 △：徒歩利用可能圏内人口が 50％未満 

 ×：徒歩利用可能圏内人口が０％ 

【評価基準】 

 〇：徒歩利用可能面積が 50％以上 

 △：徒歩利用可能面積が 50％未満 

 ×：徒歩利用可能面積が０％ 
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図－Ｂ都市機能集積〔商業施設と徒歩利用圏〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－Ｂ都市機能集積〔高齢者福祉施設と徒歩利用圏〕 
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図－Ｂ都市機能集積〔児童福祉施設と徒歩利用圏〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－Ｂ都市機能集積〔医療施設と徒歩利用圏〕 
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図－Ｃ公共交通（路線バス・鉄道駅の徒歩利用圏） 
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③整備履歴による判断 

    市街化区域のうち，土地区画整理事業及び開発行為により，一体的に都市基盤が整備され

ている区域の状況は，阿見市街地と荒川沖市街地では市街地の４分の１程度が面的に基盤が

整備された地区となり，阿見吉原市街地では全域が土地区画整理事業で整備されたことから

100％となっています。 

表－土地区画整理事業及び開発行為の割合（面積ベース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－Ｄ整備履歴（土地区画整理事業・開発行為区域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地 区 名 Ｄ 

阿見市街地 133.3 ha 

 都市基盤整備地区割合 24.2% 

荒川沖市街地 100.6 ha 

 都市基盤整備地区割合 26.2% 

阿見吉原市街地 160.8 ha 

 都市基盤整備地区割合 100% 
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④旧町村の中心地による判断 

本町の市街化区域については，旧町村の中心地として該当する区域はありませんが，阿見

市街地内の青宿地区については，商業施設等が集積した履歴があり商業系の用途地域が定め

られています。国道 125号バイパスの供用等により，都市機能の多くはバイパス沿道に移動

しており，今後の誘導の方向性を検討する必要があります。 

 

 

（３）居住誘導区域を設定する市街地と目指すべき効果 

 

 ①居住誘導区域を設定する市街地 

これまでの整理を踏まえ，居住誘導区域を設定する市街地を以下のように設定します。 

表－居住誘導区域を設定する市街地 

地 区 名 設定の有無 理  由 

阿見市街地 

 

設定する 

□DID を有する 

□公共交通が確保されている 

□都市機能が集積している 

荒川沖市街地 

 

設定する 

□DID を有する 

□都市機能が集積している 

□鉄道駅に近接している 

阿見吉原市街地 設定しない 
□DID を有しない 

□公共交通が確保されていない 

筑波南第一工業団地  設定しない □非住居系用途地域 

福田工業団地 設定しない □非住居系用途地域 

阿見東部工業団地 設定しない □非住居系用途地域 

 

 

②居住誘導により目指す効果 

  居住誘導区域を設定する阿見市街地，荒川沖市街地については，各市街地の生活利便性や基

盤整備の状況を踏まえ，居住を誘導する効果を以下のとおりとします。 

表－居住誘導区域を設定する市街地 

地 区 名 居住を誘導する効果 

阿見市街地 
〇これまでに整備された都市基盤の活用を基本に，都市機能の維持に向けた拠点

機能の強化を目指します。 

荒川沖市街地 

〇本町の中でも JR 荒川沖駅に近接する利便性，土地区画整理事業により整備さ

れた環境を活用した居住環境と拠点機能の向上を目指します。 

〇荒川本郷地区地区計画区域内では，町有地を活用し都市機能や居住の誘導によ

り拠点形成を目指します。 
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３．居住誘導区域の設定（Step－２） 

 Step－２では，抽出された市街地について，具体的に居住誘導区域を設定します。居住誘導区域

については，2015年のＤＩＤを基本に，「含めない区域」と「含める区域」を検証して設定します。 

 

図－居住誘導区域の設定イメージ 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

（１）居住誘導区域検討の基本とする区域 

   居住誘導区域の検討対象とする区域は，市街化区域の中でも既に一定の人口集積がある区域とし，

その判断基準は，2015年国勢調査でのＤＩＤ（人口密度 40人／ha）とします。 

 

（２）居住誘導区域に「含めない区域」の設定 

  居住誘導区域に「含めない区域」については，以下のとおりとします。 

 

①非住居系土地利用の区域 

 阿見市街地，荒川沖市街地のうち，以下の用地については，居住誘導区域に含めないことと

します。 

□一部の工業地域  □一団の産業系用地  □防衛用地 

□住居系用途を制限している地区（茨城大学農学部農場地区） 

 

②災害の危険性のある区域（ハザードエリア） 

災害の危険性に関する法規制として，以下の区域に指定されている区域については，居住誘

導区域に含めないこととします。なお，土砂災害警戒区域の除外にあたっては，指定箇所が集

中している箇所もあることから，当該指定区域だけでなく，その周辺区域も一体として含めな

いこととします。 

□河川浸水想定区域   □土砂災害警戒区域   □土砂災害特別警戒区域 

 

③基盤整備水準が低い区域 

市街化区域の開発行為区域の中で，基盤施設の整備水準が低く，施設の大規模な更新などが

必要になると想定される区域については含めないこととします。 

□開発行為区域のうち，道路幅員，区画規模，供給処理施設水準の低い区域 

 

 

(１) 居住誘導区域検討の基本とする区域 

□既に一定の人口集積がある区域 

(２)含めない区域 

□非住居系土地利用 

□ハザードエリア 

□基盤整備水準が低い 

(３)含める区域 

□住居系地区計画 

□将来人口との整合性 

居住誘導区域 
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図－居住誘導区域に「含めない区域」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  土砂災害警戒区域 
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（３）居住誘導区域に「含める区域」の設定 

 居住誘導区域に含める区域については，以下のとおりとします。 

 

①住居系の地区計画により，計画的宅地化を意図する区域 

居住誘導区域については，Step－１においてＤＩＤの有無を判断基準としましたが，荒川沖

市街地のうち，荒川本郷地区地区計画が決定されている地区については，ＪＲ荒川沖への利便

性を背景とする住宅需要への対応，町有地の有効活用を推進する必要性等を考慮し，現状では

ＤＩＤではないものの，居住誘導区域に含めることとします。 

表－地区計画一覧 

用 途 地区名 面積(ha) 備  考 

住居系の 

地区計画 

本郷第一地区 53.7  土地区画整理事業施行地区 

荒川本郷地区 187.5  ＵＲ都市機構から譲渡された町有地を含む地区 

阿見吉原地区 160.8  土地区画整理事業施行地区 

中郷地区 21.8  土地区画整理事業施行地区 

非住居系の 

地区計画 
茨城大学農学部農場地区 22.7  

茨城大学用地（農場） 

※本地区計画では住居系用途を制限しているこ

とから，居住誘導区域に「含めない区域」と

します。 
 

図－地区計画位置図 
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②将来推計人口との整合性検討 

本町の将来人口については，国立社会保障・人口問題研究所の推計値（2018 年推計）では，

本計画の目標年次である 2040 年(令和 22 年)の人口は 40,298 人と推計されていますが，町の

上位計画である第６次総合計画においては「2023年度(令和５年度)の人口見通しを50,000人」

とし，2020 年(令和２年)３月に策定された人口ビジョンにおいても，この実現に向けて，「長

期的視点において，人口規模と人口構成の安定的な推移を目指すものとする」という方向性を

示し，「市街地形成ゾーンの整備を中心に町内の住環境，生活環境の整備に取り組み，子育て世

代を中心とした移住定住により人口の社会増を目指す」としていることから，居住誘導区域を

設定するとした，阿見市街地，荒川沖市街地については，既存のＤＩＤを基本に，人口の維持・

定着を図ることとします。 

 

図－居住誘導区域に「含める区域」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．居住誘導区域の精査（Step－３） 

 Step－３では，Step－２で設定した区域を明確にするため，区域の一体性や連続性，地形・地物

等により精査を行います。 

 

  

□区域の一体性や連続性：居住誘導区域の検討対象とする区域から，「含めない区域」，「含

める区域」を設定し，飛び地や小規模になった区域等 

□地形・地物：土地の高低，湖沼，河川，道路，水路，土地の境界等 
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【参考－居住誘導区域設定に対する策定委員会での意見】 

非可住地の考え方 ○３つの工業団地の他，自衛隊は非可住地として除外できると考えられる。 

○阿見吉原市街地もかなり住宅地以外の割合が高いので，居住誘導区域の設定

については十分な検討が必要。 

土砂災害警戒区域の取

り扱い 

○土砂災害警戒区域に指定されているところ以外にも，部分的だと災害がおき

る可能性が出てくるので，全体的に除外した方がいい。 

○今回除外する区域でも災害がおきる可能性が出てくるので抜いた方がいいと

思うが，そこに住んでいる方の気持ちを考えると，十分な説明が必要である。 

居住誘導区域の設定 ○居住誘導区域案としては，阿見と荒川沖の２つの市街地を対象として設定す

る。今回の案は，結構厳しい条件で絞り込んでいると思う。市街地の性格も

はっきりしている。居住機能もこの２つの市街地でほぼカバーできていると

考えられる。 

○市街化調整区域には，人口の約４割の方が居住している。特に南平台は団地

になっているが，そういったところは基本的には計画の対象にならない。そ

の説明をどう住民に説明するか重要である。 

○都市計画マスタープランでは南平台も市街地になっている。拠点としては商

業がないし，なかなか他の市街地と同じようには扱えない。ただ，小さな拠

点や階層構造を考えるときに暮らす中での拠点というのを明記するかはとも

かく，気にしながら作業をする必要がある。 
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５．居住誘導区域の設定 

  前項までの検討を踏まえ，居住誘導区域を以下のように設定します。 

 

表－居住誘導区域の設定 

居住誘導区域 市街化区域 

  
面積(ha) 

(Ｂ) 

対市街化区域割合(%) 

(Ｃ＝B/A) 

区域内 

人口(人) 

(Ｄ) 

密度(人/ha) 

(E＝D/B) 

面積(ha) 

(Ａ) 

阿見市街地 338.5 61.3 11,509 34.0 551.8 

荒川沖市街地 372.3 97.0 10,699 28.7 383.9 

合  計 710.8 76.0 22,208 31.2 935.7 

   ※阿見市街地の区域内人口は，国勢調査小地域人口から，茨城大学，東京医大等の大規模用地を除いて算出 

 

図－居住誘導区域 
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図－居住誘導区域（阿見市街地） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－居住誘導区域（荒川沖市街地） 
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Ⅵ－２ 都市機能誘導区域の設定 

 

１．都市機能誘導区域設定の考え方 

都市機能誘導区域は，医療・福祉・商業等の都市機能を，都市の中心拠点や生活拠点に誘導・集

約することにより，各種サービスの効率的な提供を図る区域として設定します。 

都市機能誘導区域については，法令等に基づき都市機能誘導区域として位置づけが可能な区域か

つ現状の都市施設の分布，開発計画等を踏まえ誘導を図るべき区域を即地的に示すものとし，本町

では，以下の考え方で設定することとします。 

 

図－都市機能誘導区域設定の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画運用指針の考え方 
阿見町における考え方 

居住誘導区域内 居住誘導区域外 

①都市機能が一定程

度充実している区

域 

鉄道駅から 1 ㎞地域 〔該当なし〕 〔該当なし〕 

近隣商業地域・商業地

域，商業施設が集積する

地域 

□本郷地区 

□国道 125 号バイパス

沿道 

□阿見坂下・青宿地区 

 

②公共交通によるア

クセス性が高い区

域 

路線バスが確保され，都

市機能が集積する地域 

□役場周辺 〔該当なし〕 

 

 

 

 

 

 

  

 

都市機能誘導区域は，例えば，都市全体を見渡し，鉄道駅に近い業務，商業などが集積

する地域等，①都市機能が一定程度充実している区域や，②周辺からの公共交通による

アクセスの利便性が高い区域等，都市の拠点となるべき区域を設定することが考えられ

る。 

また，都市機能誘導区域の規模は，一定程度の都市機能が充実している範囲で，かつ，

徒歩や自転車等によりそれらの間が容易に移動できる範囲で定めることが考えられる。 

都市計画運用指針で示されている都市機能誘導区域の考え方 

阿見町における考え方 
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２．都市機能誘導区域の設定が考えられる区域 

 

（１）阿見町における都市機能の考え方 

都市計画運用指針で示されている都市機能誘導区域の考え方（①都市機能が一定程度充実 

している区域，②周辺からの公共交通によるアクセスの利便性が高い区域）に相当する区域に

ついては，以下のような区域が考えられます。 

 

①都市機能が一定程度充実している区域 

 都市機能が一定程度充実している区域としては，居住誘導区域の step-1で検証した，生活

利便施設が重複するエリアとします。 

 

図－生活利便施設が徒歩で利用できるエリア（step-1 のＡ～Ｃが重複するエリア） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②周辺からの公共交通によるアクセスの利便性が高い区域 

本町の公共交通については，JR土浦駅からのバス路線が中心となっています。路線バスにつ

いては，利便性の確保に向け，路線の充実や利用環境の向上などが必要になり，本計画におい

ては，居住誘導区域を阿見市街地と荒川沖市街地に設定しますが，これら市街地の連携や周辺

集落からの利便性確保，JR 荒川沖駅や JR 土浦駅との利便性を確保するため，既存の路線と都

市計画道路において，基幹的な公共交通軸を形成する公共交通の収容を想定することとし，こ

れらの沿道において都市機能誘導区域を設定します。 

なお，公共交通については，将来的には自動運転による運行も想定する必要があることから，

都市機能誘導区域における，公共交通機能の充実についても検討が必要です。 
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図－公共交通による拠点連携の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基幹的な公共交通軸 

路線バス 

路線バス 

デマンドタクシー あみまるくん 
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３．都市機能誘導区域が担う機能 

 

（１）都市機能誘導区域が担う機能 

本町は，つくば市，土浦市，牛久市等の都市に近接し，日常生活圏についてもこのような都

市と密接な関連を有しています。特に，商業機能については，より専門性，買回性(耐久消費財

や趣味品等)の高い施設については，これらの都市に依存する傾向もあることから，本町の都市

機能誘導区域が担う機能については，以下のように設定します。 

 

表－都市機能誘導区域が担う機能 

拠点機能 想定する機能 

行政・文教拠点 

〇町全体を対象としたサービスを提供する拠点として，行政機能や教育

環境を備えながら，生活支援環境の充実を図る区域として設定しま

す。 

生活支援拠点 
〇町民の日常生活を支援する拠点として，介護福祉，子育て支援，商

業・業務，医療等のサービス提供を担います。 

 

 

（２）誘導施設の例 

立地適正化計画作成の手引き〔2020年(令和２年９月)改訂〕では，都市機能誘導区域に誘導す

る施設について以下のように示されています。本計画においては，これらの施設を踏まえながら，

本町の特性を考慮して誘導施設を定めます。 

 

表－誘導施設の例 

 中心拠点 地域／生活拠点 

医療機能 
■総合的な医療サービス（二次医療）を受けること

ができる機能 

例：病院 

■日常的な診療を受けることができる機能 

福祉機能 

■市町村全域の市民を対象とした高齢者福祉の指

導・相談の窓口や活動の拠点となる機能 

例：総合福祉センター 

■高齢者の自立した生活を支え，又は日々の介護，見守り等

のサービスを受けることができる機能 

例：地域包括支援センター，在宅系介護施設，コミュニテ

ィサロン 等 

保育機能 

■市町村全域の市民を対象とした児童福祉に関す

る指導・相談の窓口や活動の拠点となる機能 

例：子育て総合支援センター 

■子どもを持つ世代が日々の子育てに必要なサービスを受

けることができる機能 

例：保育所，こども園，児童クラブ，子育て支援センター，

児童館 等 

商業機能 
■時間消費型のショッピングニーズなど，様々なニ

ーズに対応した買い物，食事を提供する機能 

例：相当規模の商業集積 

■日々の生活に必要な生鮮品，日用品等の買い回りができる

機能 

金融機能 
■決済や融資などの金融機能を提供する機能 

例：銀行，信用金庫 

■日々の引き出し，預け入れなどができる機能 

例：郵便局 

行政機能 
■中枢的な行政機能 

例：本庁舎 

■日常生活を営む上で必要となる行政窓口機能等 

例：支所，福祉事務所など各地域事務所 

教育・文化 

機能 

■市民全体を対象とした教育文化サービスの拠点

となる機能 

例：文化ホール，中央図書館 

■地域における教育文化活動を支える拠点となる機能 

例：図書館支所，社会教育センター 
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４．都市機能誘導区域の機能と誘導施設 

誘導施設については，医療機能，福祉機能，保育機能，商業機能を提供する施設とし，前項で設

定した，行政・文教拠点，生活支援拠点のタイプ別に以下のような施設の誘導を想定します。 

 

表－都市機能誘導区域に誘導する施設 

 施設の定義 
本計画での 

誘導の考え方 

拠点のタイプ別の機能 
主な施設の例 

行政・文教 生活支援 

誘 

導 

機 

能 

医

療 

機

能 

○医療法第１条の５第１項に定める病院

のうち，診療科目に内科，外科，小児

科のいずれかを含むもの(病床数 20 床

以上) 

〇既存の施設を中心

に，行政・文教拠点

への誘導を目指しま

す。 

総合的な医療

サービスを提

供する施設 

－ 病院 

○医療法第１条の５第１項に定める診療

所のうち，診療科目に内科，外科，小

児科のいずれかを含むもの 

〇市街化区域では，既

存施設を中心に，居

住誘導区域内への誘

導を目指します。 

日常的な医療サービスを提供

する施設 

診療所 

クリニック 

福

祉 

機

能 

○老人福祉法及び介護保険法に定める施

設のうち，通所によるサービス提供を

目的とする施設。 

福祉サービスの相談・ 

サービス提供を行う施設 
地域包括支援センター  

福祉サービスを提供する施設 
通所型施設 

小規模多機能施設 

保

育 

機

能 

○児童福祉法第６条の３第６項に規定す

る地域子育て支援事業の実施を目的と

する施設 

○児童福祉法第６条の３第７項に規定す

る一時預かり事業を行う施設 

〇就学前の子どもに関する教育，保育等

の総合的な提供の推進に関する法律第

２条第５項に規定する保育所等 

〇就学前の子どもに関する教育，保育等

の総合的な提供の推進に関する法律第

２条第６項に規定する認定こども園 

〇就学前の子どもに関する教育，保育等

の総合的な提供の推進に関する法律第

２条第７項に規定する幼保連携型認定

こども園 

育児相談や保健の窓口となる

施設 

教育・保育を行う施設 

子育て支援センター 

児童館・児童センター 

認定こども園・保育所 

商

業 

機

能 

○日常生活に必要な生鮮食料品や日用品

を販売する店舗(大店立地法第３条に定

める基準面積 1,000 ㎡以上) 

〇既存施設や用途地域

等を考慮しながら，

集約的な立地を目指

します。 

－ 

スーパーマ

ーケットを

中心に商業

施設が集積

する施設 

スーパーマーケット 

ドラッグストア 

○上記以外の店舗 〇市街化区域では，既

存施設を中心に，居

住誘導区域内への誘

導を目指します。 

生鮮３品を扱う最寄性のある

施設 
コンビニエンスストア  
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５．都市機能誘導区域の設定 

   本計画における都市機能誘導区域は以下のように設定します。 

 
表－都市機能誘導区域 

地区名 

行政・文教機能 生活支援機能 

役場周辺地区 
国道 125 号バイパス 

沿道地区 
本郷地区 

地区の概要 

〇役場庁舎を中心に，教育施設等

が立地する地区 

※阿見中央地区(都市再生整備計

画区域)と重複 

〇沿道型商業施設が多く立地する地

区 

※阿見中央地区(都市再生整備計画

区域)と重複 

〇計画的に生活利便施設が集積する

地区 

区域設定の

考え方 

〇阿見町役場周辺に，教育施設等

が立地していることから，これ

らの施設を包含する他，公有財

産（保育園跡）を考慮して区域

を設定します。 

〇国道 125 号バイパス沿道に商業施

設の立地が進む他，中郷土地区画

整理事業施行区域でも，生活利便

施設の立地がみられていることか

ら，商業施設が立地する区域を設

定します。 

〇国道 125 号バイパス以北の，阿

彌神社や，低層住宅地となってい

る区域については，都市機能の誘

導を想定しないことから，設定し

ないこととします。 

〇本郷地区では，本郷第一地区を中

心として，都市計画道路荒川沖寺

子線沿道に，生活利便施設に適し

た用途地域が設定されています。 

〇既に，都市計画道路荒川沖寺子線

沿道において，ショッピングセン

ター形式の商業施設が立地してい

る他，荒川沖寺子線沿道において

生活利便施設の誘導を図る必要が

あることから，これらの区域を設

定します。 

設定方針 

〇既存施設の維持により，町の

行政，福祉，教育の拠点とし

ての機能充実を図ることを基

本とします。 

〇町内の他地域や，区域内施設

の連携を図るため，公共交通

の充実についても検討しま

す。 

〇既存施設の維持により，将来にお

いても生活拠点としての機能を維

持することを基本とし，沿道型の

用途地域を中心に設定します。 

〇既存施設の維持により，将来にお

いても生活拠点としての機能を維

持することを基本とします。 

〇荒川沖寺子線沿道や荒川本郷地区

地区計画区域では，今後都市機能

の立地が進むことが想定されるこ

とから，現在の用途地域を基本に

区域を設定します。 

拠点として

の機能 

〇町全域を対象として，行政機

能や福祉機能等を提供しま

す。 

〇茨城大学農学部や小中学校の

集積を生かし，教育・文化機

能の維持を図ります。 

〇阿見市街地及び，国道 125 号を

介して町北東部地域の生活支援機

能を担います。 

〇誘導を図る機能については，日常

生活に必要な商業機能を中心に，

医療・福祉等の都市機能を提供し

ます。 

〇荒川沖市街地及び，都市計画道路

荒川沖寺子線を介して，町南東部

地域の生活支援機能を担います。 

〇誘導を図る機能については，生活

利便性向上のため，日常生活に必

要な商業機能を中心に，都市機能

の充実を図ります。 

誘
導
機
能 

医療 ● ● ● 

福祉 ● ● ● 

保育 ● ● ● 

商業 ● ● ● 
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６．都市機能誘導区域の概要  

 

（１）役場周辺地区 

    役場周辺地区は，行政・文教機能を担う都市機能誘導区域として，町全域を対象として，行政

機能や福祉機能等を提供します。 

図－都市機能誘導区域の概要〔役場周辺地区〕 
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（２）国道 125 号バイパス沿道地区 

国道 125号バイパス沿道地区は，生活支援機能を担う都市機能誘導区域として，阿見市街地

及び，国道 125号を介して町北東部地域の生活支援機能を担います。 

 

図－都市機能誘導区域の概要〔国道 125 号バイパス沿道地区〕 
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（３）本郷地区 

本郷地区は，生活支援機能を担う都市機能誘導区域として，荒川沖市街地及び，都市計画道

路荒川沖寺子線を介して，町南東部地域の生活支援機能を担います。 

 

図－都市機能誘導区域の概要〔本郷地区〕 
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７．居住誘導区域と都市機能誘導区域のまとめ 

都市機能誘導区域は，「２．都市機能誘導区域の設定が考えられる区域」での検討をもとに，居

住誘導区域に重複して設定します。阿見市街地では，居住誘導区域を 338.5haとし，役場周辺地

区（45.1ha），国道 125号沿道地区(24.9ha)に都市機能誘導区域を設定します。また，阿見市街地

では，居住誘導区域を 372.3haとし，本郷地区(58.8ha)に都市機能誘導区域を設定します。 

 

表－居住誘導区域と都市機能誘導区域の概要 

市街地 

都市機能誘導区域 居住誘導区域 市街化区域 

地区名 面積(ha) 

2015 年 

人口密度 

(人/ha) 

面積(ha) 

2015 年 

人口密度 

(人/ha) 

面積(ha) 

阿見市街地 

役場周辺 

地区 
45.1 13.2 

338.5 34.0 551.8 
国道 125 号

沿道地区 
24.9 22.1 

荒川沖市街地 本郷地区 58.8 18.6 372.3 28.7 383.9 

合  計 128.8 － 710.8 － 935.7 

 

図－居住誘導区域・都市機能誘導区域全体図 
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第Ⅶ章 誘導に向けた施策 

 

Ⅶ－１ 誘導施設・誘導施策 

 

１．都市機能誘導区域への誘導施設 

 

（１）誘導施設 

各都市機能誘導区域に誘導すべき施設については，以下のとおりとします。 

 

表－都市機能誘導区域への誘導施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

役場周辺地区

国道125号

バイパス

沿道地区

本郷地区

病院 ●

診療所・クリニック 〇 ● ●

地域包括支援センター ▲

通所型施設 ▲ ● ●

小規模多機能施設 ▲ ● ●

子育て支援センター ● 〇

児童館・児童センター ● 〇 〇

認定こども園・保育所 ● ● ●

スーパーマーケット

(店舗面積1,000㎡以上)
● ●

ドラッグストア

(店舗面積1,000㎡以上)
▲ ● ●

コンビニエンスストア

(店舗面積300㎡以上)
● ● ●

●　誘導を図る施設で，現在立地している施設

〇　誘導を図る施設で，現在立地していない施設

▲　誘導を図る施設で，近接して立地している施設

　　　　は，誘導施設に設定しない項目

医療機能

保育機能

商業機能

福祉機能

　　　　　　　　　　　　　　地区名

　　誘導施設
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（２）誘導施設 

立地適正化計画では，緩やかな土地利用コントロールを実現するため，誘導施設の立地や廃止，

居住に関する誘導を図るための届出制度があり，前項で示した誘導施設の都市機能誘導区域内へ

の立地に関する事項の他，以下の事項について届出制度を整備します。 

 

表－誘導区域外での届出制度 

区 域 都市機能誘導区域外 居住誘導区域外 

内 容 

 都市機能誘導区域外における誘導施設

の整備の動きを把握するため，都市再生

特別措置法第 108 条の規定に基づき，都

市機能誘導区域外で誘導施設を有する建

築物の開発行為や開発行為以外を行う場

合は，市町村長への届出を行います。 

居住誘導区域外における住宅開発等

の動きを把握するため，都市再生特別措

置法第 88 条の規定に基づき，居住誘導

区域外で一定規模以上の開発行為や建

築等行為を行う場合は，市町村長への届

出を行います。 

対象行為 

〇開発行為 

・誘導施設を有する建築物の建築目的

の開発行為を行おうとする場合 

〇開発行為以外 

 ・誘導施設を有する建築物を新築しよ

うとする場合 

 ・建築物を改築し誘導施設を有する建

築物とする場合 

 ・建築物の用途を変更し誘導施設を有

する建築物とする場合 

〇開発行為 

・３戸以上の住宅の建築目的の開発行

為 

 ・１戸又は２戸の住宅の建築目的の開

発行為で，その規模が 1,000 ㎡以上

のもの 

 ・住宅以外で，人の居住の用に供する

建築物として条例で定めたものの

建築目的で行う開発行為 

〇建築等行為 

・３戸以上の住宅を新築しようとする

場合 

 ・人の居住の用に供する建築物として

条例で定めたものを新築しようと

する場合 

 ・建築物を改築し，又は建築物の用途

を変更して住宅等とする場合 

届出時期 ・対象行為等に着手する 30 日前まで ・対象行為等に着手する 30 日前まで 

 

 

表－都市機能誘導区域における届出制度(誘導施設の休廃止に係る届出) 

区 域 都市機能誘導区域 

内 容 

市町村が既存建物・設備の有効活用など機能維持に向けて手を打てる機会を

確保するために，都市再生特別措置法第 108 条の規定に基づき，誘導施設を休

止又は廃止しようとする場合は市町村長への届出が必要となります。 

対象行為 誘導施設の休止又は廃止 

届出時期 休止又は廃止する日の 30 日前まで 
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２．誘導施策 

 

（１）都市機能や居住の誘導に向けた視点 

   本計画に基づきコンパクトなまちづくりを推進するためには，設定した誘導区域への誘導施策

が不可欠となります。また，誘導の推進においては，都市計画部局だけでなく，福祉，産業，教

育等の関連部局との連携も不可欠であることから，都市機能や居住の誘導に向けた視点として，

以下を設定します。 

 

■視点－１ 既存ストックの活用 

 都市機能誘導や居住誘導を図るため，これらの誘導区域における既存ストックの活

用を図ります。具体的には，特に荒川本郷地区内の町有地の活用を推進するとともに，

既成市街地内の空き家・空き地の活用とともに，役場周辺地区においては，集約化を

図るにあたり地域地区の見直しについても検討を進めます。  

 

表－既存ストックの活用に関する方向性 

【方向性】 
都市機能 

誘導区域 

居住 

誘導区域 

□荒川本郷地区の計画的な市街地の形成 － ● 

□空き家・空き地の利活用推進 － ● 

□移住・定住施策との連携 － ● 

□地域地区の検討 － ● 

□都市基盤施設の計画的な更新 ● ● 

□公的不動産の活用 ● ● 

 

■視点－２ コンパクト・プラス・ネットワーク※による効果の発出 

 本計画による，利便性が高く魅力あるまちづくりを進めるためには，コンパクト・

プラス・ネットワークによる効果を，町民が享受することが不可欠です。そのため，

都市機能や居住の集約化とともに，公共交通による連携強化を進め，これらによる住

みやすさ，暮らしやすさという効果の発出を目指します。 

 

表－コンパクト・プラス・ネットワークによる効果の発出に関する方向性 

【方向性】 
都市機能 

誘導区域 

居住 

誘導区域 

□日常生活における移動利便性の向上 ● － 

□機能的で快適な市街地環境の創出 

（都市計画道路や公園等の整備） 
● － 

□居心地が良く歩きたくなる環境の創出 ● － 

□居住エリアの環境向上 － ● 

□コミュニティ活動の醸成 ● ● 

□まちづくり情報の発信 ● ● 
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■視点－３ 自然災害に対応した安全なまちづくりの推進 

 頻発・激甚化する自然災害に対応するため，ハザードエリアにおける新規立地の

抑制，移転の促進，防災まちづくりの推進に取り組むとともに，居住エリアでの防

災対策により安心して暮らせるまちづくりを推進します。 

 

表－自然災害に対応した安全なまちづくりの推進に関する方向性 

【方向性】 
都市機能 

誘導区域 

居住 

誘導区域 

□ハザードエリア内での新規立地の抑制 ● ● 

□ハザードエリアからの移転の促進 ● ● 

□防災まちづくりや防災対策の推進 ● ● 

 

■視点－４ 都市機能に関する情報についての部署間連携強化 

本計画で，誘導を図ることを位置づけた都市機能について動態を把握するため，関

係部署間の情報共有を強化します。 

 

表－都市機能に関する情報についての部署間連携強化に関する方向性 

【方向性】 
都市機能 

誘導区域 

居住 

誘導区域 

□立地適正化計画に基づく届出制度の効果的な運用 ● ● 

□都市機能を担う施設に関する情報共有 ● － 
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表－誘導促進に向け検討が必要な事項 

視 点 検討事項 
対象市街地 

阿見 荒川沖 

視点－１ 

既存ストックの

活用 

□荒川本郷地区の計画的な市街地形成に向けた，町有地の利活

用促進と民間事業者との連携 
－ ● 

□空き家バンク※等，空き家・空き地の利活用に向けた仕組みづ

くり 
● ● 

□若年層や子育て世代に対する移住・定住支援施策の充実と，居

住誘導区域内への誘導を図るためのインセンティブ※の検討 
● ● 

□都市基盤施設の計画的な更新に向けた方針の検討と，必要な

財源の確保 
● ● 

□居住誘導区域，都市機能誘導区域内への誘導を図るための，公

的不動産の活用方針の策定 
● － 

□必要な都市機能誘導を図るための地域地区の検討 ● ● 

視点－２ 

コンパクト・プ

ラス・ネットワ

ークによる効果

の発出と魅力的

なまちづくりの

創出 

□日常生活における移動利便性を確保するための，都市計画道

路の整備や，公共交通ネットワークの充実 
● ● 

□機能的で快適な市街地環境の基盤となる道路や公園等の整

備プログラムの構築 
● ● 

□居心地が良く歩きたくなる環境の創出に向けた，まちなか

エリア内での車両の抑制やオープンスペース※の創出，エ

リアマネジメントの充実 

● ● 

□居住誘導区域内における生活支援施設等の立地促進や都市

施設の整備促進や老朽化対策による居住エリアの環境向上 
● ● 

□居住誘導区域への居住を促進するための，町外に向けた生活

環境等の情報発信施策の充実 
● ● 

視点－３  

自然災害に対応

した安全なまち

づくりの推進 

□ハザードエリア内への住宅や自己用業務施設等に対する立地

の抑制方策 
● ● 

□ハザードエリアを含めない居住誘導区域の設定，防災対策・安

全確保策との連携等による防災まちづくりの推進 
● ● 

□地域ぐるみでの防災対策（自主防災組織等）の検討や防災公園

や避難施設等整備による災害に強いまちづくりの推進 
● ● 

視点－４ 

都市機能に関す

る情報について

の部署間連携強

化 

□立地適正化計画に基づく届出制度の効果的な運用に向けた，

庁内でのガイドラインや連絡体制の整備 
● ● 

□庁内における都市機能施設の動向に関する連携体制の構築 ● ● 
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表－阿見市街地，荒川沖市街地で想定される町の施策 

区  域 想定される施策 

阿見市街地 

居住誘導区域 □移住・定住施策との連携 

  （若年世代や子育て世代の移住促進を含む） 

□空き家・空き地の利用促進（空き家バンク） 

□ＳＮＳ※などを活用した街の魅力や情報発信強化 

□都市基盤施設の計画的な更新・老朽化対策の充実 

   （都市計画税の充当） 

□地区防災計画の策定支援及び防災リーダーの育成 

都市機能誘導区域 □地域地区※の検討 

□公的不動産の活用（役場周辺地区） 

□都市構造再編集中支援事業※による都市機能の誘導 

□民間事業者の進出支援 

□コワーキングスペース※等，新しい働き方を支援す

る施設の誘導 

□公共交通ネットワークの充実 

  （地域公共交通再編実施計画） 

□まちなかウォーカブル事業※の導入可能性の検討 

荒川沖市街地 

居住誘導区域 □町有地活用促進事業 

□移住・定住施策との連携 

   （若年世代や子育て世代の移住促進を含む） 

□空き家・空き地の利用促進（空き家バンク） 

□ＳＮＳなどを活用した街の魅力や情報発信強化 

□都市基盤施設の計画的な更新・老朽化対策の充実 

   （都市計画税の充当） 

□荒川本郷地内の公園及び都市計画道路に関する整

備プログラムの策定 

□地区防災計画の策定支援及び防災リーダーの育成 

都市機能誘導区域 □都市構造再編集中支援事業による都市機能の誘導 

□民間事業者の進出支援 

□コワーキングスペース等，新しい働き方を支援す

る施設の誘導 

□公共交通ネットワークの充実 

  （地域公共交通再編実施計画） 

□まちなかウォーカブル事業の導入可能性の検討 

□荒川本郷地内の公園及び都市計画道路整備 
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〔参考－都市構造再編集中支援事業（個別支援制度）〕 

 

参考－１ 市町村への支援 

 

（１）事業主体 

○市町村及び市町村都市再生協議会 

○市町村から間接補助を受けて事業を実施する特定非営利法人等 

 

（２）対象事業 

○都市再生整備計画に基づき実施される誘導施設及び公共公益施設の整備等  

○なお，以下の市町村の事業を除く。 

 

 

 

 

 

 

（３）施行地区 

○都市再生整備計画の区域が立地適正化計画の「都市機能誘導区域内」及び「居住誘導区域内」

に定められている地区。 

○以下の区域を施行地区に含むことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）「都市構造再編集中支援事業（個別支援制度）」の概要  

  

①都市計画運用指針に反して居住誘導区域に土砂災害特別警戒区域等の災害レッドゾーンを含めている

市町村 

②市街化調整区域で都市計画法第 34 条第 11 号に基づく条例の区域を図面，住所等で客観的に明示し

ていない等不適切な運用を行っている市町村 

  〈経過措置〉 

    2021 年度(令和３年度)末までに国に提出されている都市再生整備計画に基づく事業はこの限り

でない。 

○水辺とまちが融合した良好な空間形成を推進する計画（以下「水辺まちづくり計画」とい

う。）がある場合は，都市機能誘導区域及び居住誘導区域に隣接する水辺の区域 ※対象事

業は水辺まちづくり計画に位置付けられている事業に限る（災害リスク等の観点から居住誘

導区域外での整備が不適切な施設の整備を除く）。 

○空き地等が発生して外部不経済が発生する可能性がある市街化区域等内の居住誘導区域外に

おいて，あるべき将来像を提示している区域 ※対象事業は緑地等の整備に限る。 
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表－対象事業一覧 

対象事業 対象施設 

１.事業活用調査 

提案事業 ２.まちづくり活動推進事業 

３.地域創造支援事業 

４.道路  

５.公園  

６.古都保存・緑地保全等事業  

７.河川  

８.下水道  

９.駐車場有効利用システム  

10.地域生活基盤施設 

１ 緑地 ２ 広場 

３ 駐車場（共同駐車場を含む） ４ 自転車駐車場 

５ 荷物共同集配施設 ６ 公開空地（屋内空間を含む） 

７ 情報板 ８ 地域防災施設 

９ 人口地盤等 

11.高質空間形成施設 

１ 緑化施設等 ２ 電線類地下埋設施設 

３ 電柱電線類移設 

４ 地域冷暖房施設（設計に要する費用に限る。） 

５ 歩行支援施設・障害者誘導施設等 

６ 情報化基盤施設 

12.高次都市施設 

１ 地域交流センター ２ 観光交流センター 

３ まちおこしセンター ４ 子育て世代活動支援センター 

５ 複合交通センター 

13.誘導施設 
１ 医療施設 ２ 社会福祉施設 

３ 教育文化施設 ４ 子育て支援施設 

14.既存建造物活用事業 
１ 地域生活基盤施設 ２ 高質空間形成施設 

３ 高次都市施設 ４ 誘導施設 

15.土地区画整理事業  

16.市街地再開発事業  

17.住宅街区整備事業  

18.バリアフリー環境整備促進事業  

19.優良建築物等整備事業  

20.住宅市街地総合整備事業  

21.街なみ環境整備事業  

22.住宅地区改良事業等  

23.都心共同住宅供給事業  

24.公営住宅等整備  

25.都市再生住宅等整備  

26.防災街区整備事業  
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参考－２ 民間事業者への支援 

 

（１）事業主体 

○民間事業者等（UR都市機構，特定非営利活動法人等を含む。） 

 

（２）対象事業 

○次の全てに適合する誘導施設（医療，社会福祉，教育文化，子育て支援施設）の整備 

 ①立地適正化計画に定められた誘導施設を整備する事業であること 

 ②都市再生整備計画において都市構造再編集中支援関連事業として位置づけがあること 

 ③市町村又は都道府県が事業主体に対して公的不動産等活用支援※を行う事業であること

（ただし，都道府県が当該支援を行う場合にあっては，市町村が財政上のその他の支援を 

講じる事業であること。） 

   ※事業主体に公的不動産を譲渡若しくは賃貸する際の価格を減免，誘導施設又は誘導施設の存する土地（事業主体

が所有するものに限る。）に係る固定資産税若しくは都市計画税を減免すること。 

○なお，以下の市町村の事業を除く。 

 

 

 

 

 

 

（３）施行地区 

○立地適正化計画の「都市機能誘導区域内」。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）「都市構造再編集中支援事業（個別支援制度）」の概要  

  

①都市計画運用指針に反して居住誘導区域に土砂災害特別警戒区域等の災害レッドゾーンを含めている

市町村。 

②市街化調整区域で都市計画法第 34 条第 11 号に基づく条例の区域を図面，住所等で客観的に明示し

ていない等不適切な運用を行っている市町村。 

 〈経過措置〉 

    2021 年度(令和３年度)末までに国に提出されている都市再生整備計画に基づく事業はこの限

りでない。 
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３．市街化調整区域での生活環境の維持・確保に向けた視点 

 

■視点－１ 都市計画制度の活用 

南平台地区については，計画開発が行われたことにより，道路や公共下水道が整備

されており，都市計画マスタープランでは，市街地ゾーンとして位置づけられていま

す。本地区では，このような居住環境の維持や生活に必要な機能の集積促進を図る必

要があるため，都市計画法の区域区分制度（線引き）の活用について検討します。 

 

■視点－２ 生活環境の維持・確保 

市街化調整区域では，人口減少や高齢化の進行により，住民の生活に必要な生活サ

ービスや機能が維持できなくなることが懸念されることから，都市計画マスタープラ

ンでの位置づけをもとに，旧町村の中心であった区域を基本に，暮らしを守り，地域

コミュニティを維持して持続可能な地域づくりを目指すため，「区域指定制度」の活用

による集落保全や「小さな拠点」制度の活用を検討します。 

 

図－機能別拠点の配置図(都市計画マスタープラン) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
生活圏として一定の機能を有する集落 
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図－区域指定全体図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－区域指定対象集落 

集落番号 集落名 集落面積(ha) 集落区分 

12-1 上島津地区 41.9 第 4 種集落 

12-2 下島津地区 24.7 第 4 種集落 

12-3 上条地区 19.9 第 4 種集落 

12-4 追原地区 27.7 第 4 種集落 

12-5 君島地区 13.8 第 1 種集落 

12-6 福田地区 19.8 第 4 種集落 
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Ⅶ－２ 防災のための取り組み 

 

   本計画では防災の観点から，居住誘導区域から浸水想定区域，土砂災害警戒区域及び土砂災害特

別警戒区域を除外していますが，2020年(令和２年)の都市再生特別措置法の改正により，頻発・激

甚化する災害を踏まえ，立地適正化計画において「防災指針」の作成が求められるようになりまし

た。 

本町では，大規模盛土造成地について調査を行っており，2021年(令和３年)３月に調査結果がま

とまる見込みとなっているため，今後関係部署との協議を行い，2025年度(令和 7年度)までに立地

適正化計画を見直し防災指針を作成することとします。なお，現状においても災害に強いまちづく

りを推進するため，関連諸施策との連携を図りながら以下のような防災対策に取り組みます。 

  

（１）防災・減災に向けたハード・ソフト施策の推進 

公共施設等の耐震化，長寿

命化の推進 

公共施設については，耐震調査や長寿命化計画に基づき計画的に整備・改

修に取り組みます。 

防災・減災意識の啓発や避

難施設の整備 

町民に対し，日ごろからの災害への備えや危険箇所等について周知する

とともに，災害時の備えや避難方法についての啓発を行います。 

宅地の防災対策の推進 宅地の防災対策を進めるため，宅地耐震化推進事業の活用を検討します。 

 

（２）関連施策と連携した防災まちづくりの推進 

国土強靭化計画との連携  
強靭な地域づくりに向けた国土強靭化計画に位置づけられた施策との

連携を図ります。 

地域防災計画との連携 
地域防災計画で示された災害予防，応急対策，復旧・復興計画等との連

携を図ります。 

福祉施策との連携 災害時の要配慮者の避難対策との連携を図ります。 

治水対策との連携 
河川管理者，霞ヶ浦流域市町村等と連携した総合的な治水対策を推進し

ます。 

広報公聴施策との連携 防災・減災に向けた啓発活動や災害時の情報発信施策との連携を図ります。 

 

（３）災害に関する調査や法規制に基づく対応 

浸水想定区域への対応 
霞ヶ浦沿岸の一部が指定されており，居住誘導区域から除外しています

が，区域内の住民などに対して，引き続き減災に向けた啓発を行います。 

土砂災害警戒区域，土砂災

害特別警戒区域への対応 

居住誘導区域から除外していますが，区域内及び周辺の住民などに対し

て，引き続き減災に向けた啓発を行います。 

大規模盛土造成地につい

ての対応 

現在，宅地耐震化推進事業による調査を実施中であり，第一次スクリーニ

ングで，立地適正化計画に位置づけた居住誘導区域内に６カ所の大規模

盛土造成地が確認されています。今後これらについての精査を行い，立地

適正化計画の見直しを行います。   

液状化への対応 
液状化対策については，現在調査を実施しています。今後，調査結果をも

とに必要なリスクコミュニケーションを講じることとします。 
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Ⅶ－３ 評価指標と管理手法の設定 

 

１．立地適正化計画の指標の設定 

 

（１）本計画における評価指標 

  立地適正化計画による効果を把握する指標については，立地適正化計画のまちづくりの基本方  

針を踏まえ，以下のような５つの指標を設定します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【効果１】 

既存ストックを活

用した既存の居

住・都市機能集積

の維持 

 

【効果２】 

生活サービス施設

の計画的な誘導に

よる生活利便性の

向上 

 

【効果３】 

民間と公共の連携

によるまちづくり

の推進 

 

【効果４】 

公共サービス（公

共交通，行政サー

ビス等）へのアク

セス利便性の確保 

 

【効果５】 

将来に向けた都市

の維持・管理コス

トの適正化 

指標① 

居住誘導区域内

の人口密度 

● ● 〇 〇 ● 

指標② 

空き家バンクに

よる空き家の利

活用 

● － ● － 〇 

指標③ 

都市的土地利用

の誘導 

● ● ● 〇 ● 

指標④ 

公共交通の利用

促進 

－ 〇 〇 ● 〇 

指標⑤ 

誘導施設の充足

度 

〇 ● 〇 ● 〇 

 

 

 

 

■拠点形成 

  各市街地での都市機能集積と居住エリア

の集約化と，拠点を形成する都市機能の誘

導を図ります。 

■連携による利便性向上 

  各市街地間の連携，市街地と周辺集落に

ついて，公共交通等による連携を目指し，

町民の生活利便性の向上を図ります。 

暮らしを支える「拠点形成」と「連携による利便性向上」を目指すまちづくり 

まちづくりの基本方針 

立地適正化計画による効果と指標 

住みやすいと感じる町民の割合 53.4％※〔2018(H30)→60％〔2040(R22)〕 

※2018 年(H30 年)阿見町町民意向調査で「住みやすさ」について，「住みよい」，「どちらかといえば

住みよい」という回答の合計。 

〔参考〕施策の実現により町全体で期待される効果 
●－直接的に評価する指標 

〇－間接的に評価する指標 
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指標① 居住誘導区域内の人口密度 

 居住誘導区域内への人口誘導の効果を把握する指標として，阿見市街地と荒川沖市街地

に設定した居住誘導区域の人口密度を設定します。阿見市街地では，既存の人口集積を維

持することを基本にする一方，荒川沖市街地では，荒川本郷地区において人口集積を誘導

します。 

評価指標 現状値 2015(H27) 中間値 2030(R12) 目標値 2040(R22) 

阿見市街地 
人口密度 34.0 人／ha  34.1 人／ha  35.0 人／ha  

(参考)人口 11,509 人 11,542 人 11,842 人 

荒川沖市街地 
人口密度 28.7 人／ha  41.6 人／ha  43.0 人／ha  

(参考)人口 10,699 人 15,493 人 16,000 人 

                  ※現状値は 2015 年(平成 27 年)10 月１日   

 

指標② 空き家バンクによる空き家の利活用 

 既成市街地における人口維持を図る指標として，今年度創設する空き家バンクによる空

き家の利活用を把握します。 

評価指標 
現状値 

2020(R02) 

中間値 

2030(R12) 

目標値 

2040(R22) 

空き家バンクでの空き家の利活用数（累計） ０件 30 件 60 件 

※現状値は 2020 年(令和２年)10 月   

 

指標③ 都市的土地利用の誘導 

 コンパクトで機能的なまちづくりの効果を把握する指標として，公的不動産の活用につ

いて把握します。公的不動産としては，荒川本郷地区の町有地※１の他，阿見市街地，荒川

沖市街地内の公的不動産※２とします。 

評価指標 
現状値

2020(R02) 

中間値

2030(R12) 

目標値

2040(R22) 

公的不動産 

荒川本郷地区内町有地活用率 6.3％ 100.0％ 100.0％ 

阿見市街地，荒川沖市街地内 

の公的不動産を活用した割合 
０％ 15％ 20％ 

都市的土地利

用面積割合 

阿見市街地(居住誘導区域) 89.4％ 90％ 90％ 

荒川沖市街地(居住誘導区域) 58.9％ 75％ 90％ 

※１ 民間への処分面積／UR 都市機構から譲渡された町有地面積 

※２ 活用した公的不動産／阿見市街地，荒川沖市街地の公的不動産（道路，公園等を除く）(累計) 

※都市的土地利用割合の現状値は 2016 年(平成 28 年)都市計画基礎調査から算出   
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指標④ 公共交通の利用促進 

 公共交通ネットワークによる利便性が確保されたまちづくりの指標として，鉄道駅と連

携する路線バス系統の維持，デマンドタクシーの利用促進を図ります。 

 

評価指標 
現状値

2020(R02) 

中間値

2030(R12) 

目標値 

2040(R22) 

鉄道駅へのバス路線数 

(系統) 

JR 土浦駅 17  17  17  

JR 荒川沖駅 １  ２  ２  

デマンドタクシー利用者数（人） 11,729  13,000  14,000  

※現状値は，路線数は 2020 年(令和２年)10 月，デマンドタクシー利用者は 2019 年(令和元年度)分   

 

指標⑤ 誘導施設の充足度 

 都市機能誘導区域において各種施設が維持され，拠点として機能していることを把握す

るため，都市機能誘導区域内における誘導施設の充足度を把握します。 

 

評価指標（地区名） 
現状値 

2020(R02) 

中間値

2030(R12) 

目標値

2040(R22) 

役場周辺地区 9／10  10／10  10／10  

国道 125 号バイパス沿道地区 ７／８  ８／８  ８／８  

本郷地区 ７／９  ８／９  ９／９  

※現状値は 2020 年(令和２年)10 月   

 

（２）評価指標を補完する指標 

 立地適正化計画は，都市機能や居住を誘導するための計画ですが，これらを補完する指標とし

て，総合計画で設定されている指標を活用することも考えられます。 

指標名 
現状値 

2017(H29)年度 

目標値 
2023(R5)年度) 

指標の説明 

市街化区域内の都市計

画道路整備率（％） 
76.2  79.59  都市計画道路の改良済・概成済延長の割合 

路線バスの乗降客数 

(人／日) 
3,400  3,500  

JR 土浦駅，JR 荒川沖駅発着のバスの乗降客数

（１日当たり） 

都市計画道路の供用開

始率(％) 
66.4  69.7  

町内の都市計画道路（県道等も含む）のうち，

開通した道路の割合 

※現状値は 2017 年(平成 29 年)   
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２．立地適正化計画の管理 

 計画の管理については，ＰＤＣＡサイクルの考え方に基づき，計画の策定，施策の実施の後，評

価と改善を行うことを基本とします。このうち評価については，本計画に基づく施策効果が１～２

年程度では現れづらいものであることを考慮し，おおむね５年ごとに評価を行うこととし，その結

果をもとに施策の進捗状況や妥当性の検証を行います。 

 なお，後述する指標については，現状値として令和２年度（2020年度），中間年として令和 12年

度（2030年度），最終年として令和 22年度（2040年度）を示します。 

 また，本計画の目標年次は令和 22 年度（2040 年度）としますが，都市計画マスタープランの改

定が令和 17 年度（2035 年度）となっていることから，社会状況等を考慮しながら，必要に応じて

改定することも想定します。 

 

図－PDCA サイクルのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図－計画期間内の検証サイクルイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Action Plan

DoCheck

〇本計画に基づき，町の実施計画と

の整合や個別計画の策定を行い，

施策内容やプロセスの具体化，指

標の設定を行います。 

〇計画に基づき，施策を実施しま

す。 

〇実施した計画について，設定した

指標の達成状況や，実施プロセス

についての評価・分析を行いま

す。 

〇施策の評価・分析に基づき，計画

内容の見直しを検討する他，必要

に応じて実施体制やプロセスにつ

いても検討を行います。 

2020

R2 R7 R12 R17 R22

▼ ▼ ▼ ▼

2025 2030 2035 2040

阿見町
　　第６次総合計画

阿見町公共施設等
総合管理計画

立地適正化計画

都市計画
　マスタープラン

施策の評価・改善施策の評価・改善施策の評価・改善施策の評価・改善

全体構想

施策実施

第６次

次期都市マス策定の際、

必要に応じて見直し

第７次 第８次

平成29年(2017年)～令和38年(2056)

施策実施 施策実施施策実施

全体構想

中間評価
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資料編 1 阿見町の概況 

 

Ⅰ 人 口 

１．人口と世帯数の推移 

国勢調査による人口と世帯の推

移をみると，人口は 2005年(平成 17

年)の 47,994 人をピークに緩やか

に減少しており，平成 27 年には

47,535人となっています。 

世帯数は増加を続けており，2015

年(平成 27 年)に 18,801 世帯とな

っています。 

世帯当たり人員は，減少傾向を示

しており，2015 年(平成 27 年)に

2.53人／世帯となっています。 

 

 

２．年齢３区分別人口の推移 

年齢３区分別人口をみると，少子

高齢化が進行しており，2015年(平

成 27 年)の 15 歳未満の年少人口は

13.0％と 1995 年(平成７年)以降最

低となっている一方で，65 歳以上

の老年人口は 25.4％まで増加して

います。 

生産年齢人口も減少を続けてお

り，2015年(平成 27年)に 61.5％と

1995 年(平成７年)と比較して約

10％減少しています。 

  

 

 

 

 

  

図－人口と世帯数の推移 

資料：国勢調査 

45,652 46,922 47,994 47,940 47,535

14,835 16,035
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人口 世帯数 世帯当たり人員

（人・世帯） （人）

1995年 2000年 2005年 2010年 2015年

（H7年） （H12年） （H17年） （H22年） （H27年）

資料：国勢調査 

図－年齢３区分別人口 

17.0%

7,773人
14.7%
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13.4%

6,452人
13.2%

6,311人
13.0%

6,158人
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32,531人
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33,415人
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31,494人
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29,059人

11.7%
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14.1%
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３．高齢化率 

本町の高齢化率は，平成に入

ってから急速に上昇しており，

ＷＨＯ(世界保健機関)と国連の

定義による高齢化率の区分で

は，2000 年(平成 12 年)に高齢

社会となり，2015年(平成 27年)

には超高齢化社会に区分される

水準となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：国勢調査 

※「超高齢社会」の定義は，ＷＨＯ(世界保健機関)と

国連の定義による。 

図－高齢化率の推移 

高齢化社会（7～14％未満）

高齢社会（14～21％未満）

超高齢社会（21％以上）

6.8% 7.5% 7.5%
8.4% 8.9%

9.9%

11.7%

14.1%

16.9%

20.8%

25.4%
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25.0%

30.0%
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４．男女別５歳階級別人口（人口ピラミッド） 

1995年(平成７年)と 2015年(平成 27年)の男女別５歳階級別人口を比較すると，男女とも多い年

齢層は，いわゆる団塊の世代（1947年(昭和 22年)～1949年(昭和 24年)）と団塊ジュニア世代（1971

年(昭和 46年)～1974年(昭和 49年)）であり，1995年(平成７年)は 45～49歳と 20～24歳の世代，

2015年(平成 27年)は 65～69歳，40～44歳の世代が多くなっています。 

2015年(平成 27年)の５歳階級人口は，40～44歳以下の各世代は，年齢が若くなるほど少なくな

っており，少子化傾向が明確になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：国勢調査 

図－男女別５歳階級別人口 
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５．人口動態 

1989年(平成元年)以降の人口動態をみると，1998年(平成 10年)までは社会動態，自然動態とも

増加を維持していましたが，2007 年(平成 19 年)以降は自然動態が減少に転じるとともに，社会動

態も減少を示す年次がみられる等，人口は増加から停滞・減少傾向へと転じています。 

 

図－人口動態 
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資料：常住人口調査 
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６．人口に関するメッシュ解析 

 

（１）人口密度 

市街化区域の人口密度（工業地域及び工業専用地域は除く）をみると，2015 年(平成 27 年)に

21.65 人／ha となっています。地区別にみると，阿見市街地が 24.85 人／ha，荒川沖市街地が

25.64人／ha，阿見吉原市街地が 1.44人／haとなっています。1995年(平成７年)と比較すると，

阿見市街地で 1.8人／ha低下する一方で，荒川沖市街地では 6.21人／ha上昇しています。  

表－市街化区域人口密度 

人口密度 1995 年(平成７年) 
(人／ha) 

2015 年(平成 27 年) 
(人／ha) 

人口密度変化数 

市街化区域※ 20.35  21.65  1.30  

 阿見市街地 26.65  24.85  ▲1.80  

荒川沖市街地 19.43  25.64  6.21  

阿見吉原市街地 1.65  1.44  ▲0.21  

（参考）南平台地区 7.15  43.37  36.22  

※工業専用地域，工業地域，工業系市街化区域を除く面積  

 

また，市街化区域のうち 40 人／ha 以上の人口密度の区域をみると，2015 年(平成 27 年)に

22.1％となっています。地区別にみると，阿見市街地で 23.3％，荒川沖市街地で 29.6％，阿見吉

原市街地で 0％となっており，1995 年(平成７年)と比較すると，40 人／ha 以上の人口密度を示

す区域は，阿見市街地で減少，荒川沖市街地で増加しています。 

表－市街化区域のうち 40 人／ha 以上の人口密度の区域 

人口密度 平成７年(％) 平成 27 年(％) 

市街化区域※ 19.9% 22.1% 

 阿見市街地 26.9% 23.3% 

荒川沖市街地 18.5% 29.6% 

阿見吉原市街地 0.0% 0.0% 

（参考）南平台地区 0.0% 80.9% 

※工業専用地域，工業地域，工業系市街化区域を除く面積  

図－市街化区域の人口密度 

 

 

 

 

 

 

 

  

2015 年(H27 年)人口密度 1995 年(H７年)人口密度 
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（２）人口集中地区（DID）の変遷 

1995年(平成７年)と 2015年(平成 27年)の人口集中地区をみると，阿見市街地では岡崎地区で

の拡大がみられる他，市街化区域外縁への拡大がみられています。荒川沖市街地では，土地区画

整理事業地内への定住等に伴い，うずら野や荒川本郷への拡大がみられています。 

 

図－人口集中地区の変遷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－人口集中(DID)地区の変遷            図－人口集中地区(DID)の変遷 

 人口(人) 面積(km2) 

1985 年(昭和 60 年) 5,770 1.4 

1990 年(平成 2 年) 12,021 3.4 

1995 年(平成 7 年) 23,209 5.4 

2000 年(平成 12 年) 23,263 5.5 

2005 年(平成 17 年) 24,846 5.7 

2010 年(平成 22 年) 24,764 5.8 

2015 年(平成 27 年) 26,737 6.2 

 

 

 

 

  

資料：国土数値情報 
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12,021
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10,000
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30,000

S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27

人口（人） 面積（ha） 人口密度（人/ha）

（人） （ha）

1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年
（S60年） （H2年） （H 7年） （H12年） （H17年） （H22年） （H27年）

資料：国勢調査 



阿見町立地適正化計画 

97 

C
h

ap
ter 

Ⅰ
 

C
h

ap
ter Ⅱ

 
C

ap
ter 

Ⅲ
 

C
h

ap
ter Ⅳ

 
C

h
ap

ter 
Ⅴ

 
C

h
ater 

Ⅵ
 

In
tro

d
u

ctio
n

 
D

cu
m

en
t 

C
h

ap
ter 

Ⅶ
 

 

（３）人口及び世帯に関する 20 年間の変化 

1995年(平成７年)から 2015年(平成 27年)までの人口及び世帯の増減についてみると，阿見市

街地では，岡崎地区や中郷地区での増加がみられます。荒川沖市街地では土地区画整理事業が施

行された荒川沖市街地を中心として人口増加地区が市街化区域全体に広がっています。 

また，世帯数についても人口増加と同様の傾向を示しますが，阿見市街地では県道竜ヶ崎阿見

線に沿って市街地南部での増加傾向が見られます。 

一方，市街化調整区域では，南平台地区での人口，世帯の増加が顕著となっています。 

 

図－人口増減率〔1995 年(平成７年)→2015 年(平成 27 年)〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－世帯数増減率〔1995 年(平成７年)→2015(平成 27 年)〕 
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（４）年齢別人口 

①高齢化率 

 2015年(平成 27年)の市街化区域の高齢化率をみると市街化区域全体で 22.5％となっていま

す。平成７年と比較すると，各地区で高くなっていますが，人口集積の少ない阿見吉原市街地

を除くと，阿見市街地の高齢化の進行が顕著となっています。 

 

表－高齢化率 

人口密度 1995 年(平成７年) 2015 年(平成 27 年) 

市街化区域※ 8.9%  22.5%  

 阿見市街地 9.4%  24.0%  

荒川沖市街地 7.6%  20.2%  

阿見吉原市街地 15.8%  30.4%  

※工業専用地域，工業地域，工業系市街化区域を除く面積  

 

図－高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1995 年(H7 年)高齢化率 2015 年(H27 年)高齢化率 
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②年齢３区分別人口密度 

 年齢３区分別の人口密度をみると，年少人口（０～14歳），生産年齢人口（15～64歳）の人

口密度が町東部や南西部で低下し，市街化区域周辺に遷移する傾向がみられます。一方，老年

人口（65歳以上）密度の高い区域は，市街化区域を中心に拡大しており，町全体で高齢化が進

んでいるといえます。 

 市街化区域をみると，年少人口は，阿見市街地，荒川沖市街地で高い密度を示すものの，1995

年(平成７年)と比較して密度は低下しており少子化傾向が窺えます。生産年齢人口は，荒川沖

市街地では大きな変化はみられないものの，阿見市街地では市街地西部での減少がみられます。

また，老年人口は阿見市街地で増加する傾向を示しています。 

 

図－年齢３区分別人口密度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1995 年(H7 年)年少人口密度 2015 年(H27 年)年少人口密度 

1995 年(H7 年)生産年齢人口密度 2015 年(H27 年)生産年齢人口密度 

1995 年(H7 年)老年人口密度 2015 年(H27 年)老年人口密度 
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７．人口の見通し 

 将来の人口について，国立社会保障・人口問題研究所が実施した 2010 年(平成 22 年)と 2015 年

(平成 27年)推計をみると，2030年(令和 12年)に 44,063人(2010年(平成 22年)推計で 43,795人)

と，2040 年(令和 22 年)に 40,298 人(同推計で 39,946 人)となっており，2015 年(平成 27 年)と比

較すると 2030年(令和 12年)に約７％，2040年(令和 22年)に約 15％の減少となると推計されてい

ます。 

 

図－人口の見通し 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国立社会保障・人口問題研究所 

阿見町人口ビジョン（令和２年３月）  
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Ⅱ 産 業 

 

１．工 業 

 

（１）事業所数及び従業者数の推移（製造業・従業員４人以上の事業所） 

従業員４人以上の事業所数は，1990年代はじめは 90を超える事業所があったものの，2004年

(平成 16 年)には 69 にまで減少しています。その後再び 90 事業所前後まで増加した後，2017 年

(平成 29年)に 79事業所となっています。 

また，従業者数は平成３年が 7,497人と最も多く，その後は減少基調に転じており，2013年(平

成 25年)から一時増加したものの，2017年(平成 29年)には 5,754人となっています。 

 

表－事業所数及び従業者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）製造品出荷額の推移（製造業・従業員 4 人以上の事業所） 

製造品出荷額の推移をみると，1997 年(平成９年)の 4,242 億円をピークに減少基調となり，

2017年(平成 29年)には 2,807億円となっています。 

 

 

 

 

  

資料：茨城の工業（工業統計調査））H23，H28 は経済センサス 

88 86

95
91 92 91 94 91 92 89

84 84
79

72 72 69 72
79

87
92 90 87 89 88 85 82

90

79

6,037

6,804

7,497
7,180

7,037

6,967

6,643

6,972

7,093
6,7776,658

6,376

6,731

6,136

5,836

5,840

5,478 5,479

5,621
5,798

5,458
5,776

5,172

5,144
4,896

5,408

6,117

5,754

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H28 H29

事業所数

従業者数

（所） （人）

※平成 27 年工業統計調査は平成 28 年経済センサス 
-活動調査の製造業として実施 
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図－製造品出荷額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．商 業 

   商業についてみると，1997年(平成９年)に 504.4億円を示して以降減少し，400億円台で推移し

ていましたが，あみプレミアム・アウトレットの開業に伴い，2014 年(平成 26 年)には 581.6 億円

となっています。 

 

表－年間販売額の推移（卸売+小売業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：茨城の商業（商業統計・茨城県 HP） 

 

 

  

資料：茨城の工業（工業統計調査）2011 年(H23)，2016 年(H28)は経済センサス 
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※平成 27 年工業統計調査は平成 28 年経済センサス活動調査の製造業として実施 
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３．観 光 

 本町の観光入込客数をみると，東日本大震災による減少はみられたものの，あみプレミアム・

アウトレットの開業により，2012 年(平成 24 年)に 374.4 万人を記録して以降，300 万人台で推

移しています。 

 

表－観光入込客数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：茨城県観光客動態調査     
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Ⅲ 土地利用・法規制 

 

１．土地利用現況 

 

（１）区域別土地利用 

 土地利用現況をみると，市街化区域のうち，住宅，店舗，工場等の宅地として利用されている

のは約５割となっています。このうち工業用地は 16.6％で，大規模な工業団地を擁することを背

景に，宅地利用のうち約３割が工業系の土地利用となっています。 

 一方，市街化調整区域でも，南平台地区を擁することから宅地が 7.1％となっており，市街化

調整区域の都市的土地利用の中で最も多くなっています。 

 

表－土地利用現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：2016 年(平成 28 年)都市計画基礎調査 

 

  

宅地

7,139.0 7,139.0 7,139.0 7,139.0 1,392.0 1,392.0 5,747.0 5,747.0

田 780.3 10.9% 780.3 10.9% 20.7 1.5% 759.6 13.2%

畑 1,143.2 16.0% 1,143.2 16.0% 85.4 6.1% 1,057.8 18.4%

1,261.2 17.7% 1,261.2 17.7% 63.8 4.6% 1,197.4 20.8%

689.9 9.7% 689.9 9.7% 66.8 4.8% 623.1 10.8%

676.8 9.5% 676.8 9.5% 19.0 1.4% 657.8 11.4%

0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0%

4,551.4 63.8% 4,551.4 63.8% 255.7 18.4% 4,295.7 74.7%

688.5 9.6% 688.5 9.6% 277.9 20.0% 410.6 7.1%

66.7 0.9% 66.7 0.9% 19.4 1.4% 47.3 0.8%

132.4 1.9% 132.4 1.9% 61.9 4.4% 70.5 1.2%

工業専用 185.7 2.6% 185.7 2.6% 185.7 13.3% 0.0 0.0%

工専以外 83.6 1.2% 83.6 1.2% 45.7 3.3% 37.9 0.7%

30.3 0.4% 30.3 0.4% 22.9 1.6% 7.4 0.1%

22.3 0.3% 22.3 0.3% 10.2 0.7% 12.1 0.2%

150.5 2.1% 150.5 2.1% 74.3 5.3% 76.2 1.3%

63.4 0.9% 63.4 0.9% 27.2 2.0% 36.2 0.6%

166.0 2.3% 166.0 2.3% 0.2 0.0% 165.8 2.9%

41.0 0.6% 41.0 0.6% 4.7 0.3% 36.3 0.6%

298.6 4.2% 298.6 4.2% 127.4 9.2% 171.2 3.0%

117.7 1.6% 117.7 1.6% 101.0 7.3% 16.7 0.3%

522.0 7.3% 522.0 7.3% 168.6 12.1% 353.4 6.1%

1.1 0.0% 1.1 0.0% 0.6 0.0% 0.5 0.0%

17.8 0.2% 17.8 0.2% 8.6 0.6% 9.2 0.2%

2,587.6 36.2% 2,587.6 36.2% 1,136.3 81.6% 1,451.3 25.3%

行政区域

50.1%

構成比面積(ha)構成比面積(ha)
区　　分

  市街化調整区域  市街化区域 都市計画区域

構成比 面積(ha) 構成比 面積(ha)

計

太陽光発電施設

その他の空地

防衛用地

道路用地

鉄道用地

駐車場用地

都
市
的
土
地
利
用

住宅用地

併用住宅用地

商業用地

工業用地

運輸施設用地

公共用地

文教厚生用地

公園・緑地 ・公共空地

ゴルフ場

合　　計

自
然
的
土
地
利
用

農地

山林

原野・荒地 ・牧野

水面

その他 海浜等

計
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（２）市街化区域（地区別）土地利用 

阿見市街地と荒川沖市街地では，住宅用地が最も多くなっています。このうち阿見市街地では，

市街化区域の中でも文教厚生用地，工業用地の割合が高くなっています。一方，荒川沖市街地は，

畑や原野・荒地の割合が多く，今後も宅地供給が想定されます。阿見吉原市街地では，商業用地，

運輸施設用地が高い他，その他空地の割合も高く，相対的に市街化熟度が低い状況となっていま

す。 

 

図－市街化区域（地区別）土地利用の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：2016 年(平成 28 年)都市計画基礎調査 

※工業専用地域，工業地域，工業系市街化区域を除く 
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0.9%
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4.7%

15.1%
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5.7%

2.4%

11.3%

3.7%

4.6%

2.8%

8.6%

1.7%

1.3%

0.9%

1.3%

2.8%

25.3%

31.6%

26.1%

2.2%

1.8%

2.3%

1.7%

0.2%

5.7%

4.1%

4.3%

14.7%

6.2%

11.3%

1.2%

0.6%

1.7%

0.4%

0.1%

10.0%

6.7%

11.7%

2.3%

0.1%

1.7%

1.3%

1.1%

4.4%

10.4%

3.7%

5.4%

45.3%

4.7%

7.6%

2.5%

0.0%

13.3%

13.0%

13.7%

13.6%

0.9%

1.0%

1.1%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市街化区域

阿見地区

本郷地区

阿見吉原地区

田 畑 山林 原野・荒地・牧野 水面

住宅用地 併用住宅用地 商業用地 工業用地 運輸施設用地

公共用地 文教厚生用地 公園・緑地・公共空地 その他の空地 ゴルフ場

防衛用地 道路用地 鉄道用地 駐車場用地
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２．法適用状況 

 

（１）都市計画にかかる法規制 

   本町の都市計画区域は 7,139ha が指定され，そのうち市街化区域が 1,392ha(19.5％)となって

います。また，吉原集落に指定既存集落(446.3ha)，阿見東部工業団地に工場適地(48.4ha)が指定

されています。また，2018 年(平成 30 年)６月から市街化調整区域における区域指定制度を導入

し，147.8haが指定されています。 

 

表－都市計画に係る法規制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：阿見町資料(2019 年(令和元年)７月)  

  

面積(ha) 構成比(％) 備　　　　考

都市計画区域 7,139.0 100.00 土浦・阿見都市計画区域のうち阿見町部分

市街化区域 1,392.0 19.50

第一種低層住居専用地域 500.0 7.00

第一種中高層住居専用地域 65.0 0.91

第一種住居地域 187.0 2.62

第二種住居地域 39.0 0.55

準住居地域 68.0 0.95

近隣商業地域 6.0 0.08

商業地域 6.0 0.08

準工業地域 202.0 2.83

工業地域 50.0 0.70

工業専用地域 269.0 3.77

市街化調整区域 5,747.0 80.50

区　　　分
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（２）その他法規制 

  都市計画以外の法規制をみると，阿見市街地北部の国道 125 号沿道に，急傾斜崩壊危険区域，

土砂災害警戒区域が集中していますが，その他の市街化区域では災害に関する法規制は指定され

ていない状況となっています。 

 

図－その他法規制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：都市計画基礎調査 

 

 

 

  

資料：平成 28 年都市計画基礎調査 
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Ⅳ 住 宅 

 

１．住宅総数・空き家数の推移 

 住宅土地統計調査による町内の住宅の総数は，1998年(平成10年)以降一貫して増加傾向にあり，

2013年(平成 25年)には 21,330戸となっています。 

一方で，空き家も増加しており，2017年(平成 29年)には 3,540戸(住宅総数の 16.6％)となって

います。空き家の内訳をみると，賃貸用の住宅は７割前後で推移しやや低下傾向にありますが，「そ

の他の住宅(世帯が長期にわたって不在の住宅，建て替えのために取り壊すこととなっている住宅

等)」が多く，2013 年(平成 25 年)には空き家の３割を占める状況となっています(住宅・土地統計

調査の空き家率は，サンプル調査に基づく推計結果のため，乖離が多くなっています)。 

なお，町で 2015 年度(平成 27 年度)に実施した空き家調査では，419 軒の空き家が確認されてお

り，空き家率は約 2.2％と推計されます。 

 

図－住宅総数・空き家数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－空き家の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住宅・土地統計調査  

資料：住宅・土地統計調査   

総 　　数
二 次 的

住 宅

賃貸用の

住 宅

売却用の

住 宅

その他の

住 宅

家屋数 2,040 120 1,860 - - - - 60

構成比 5.9% 91.2% - - - - 2.9%

家屋数 2,840 0 2,840 50 2,120 80 590 -

構成比 0.0% 100.0% 1.8% 74.6% 2.8% 20.8% -

家屋数 3,170 60 3,100 200 2,240 50 610 -

構成比 1.9% 97.8% 6.3% 70.7% 1.6% 19.2% -

家屋数 3,710 160 3,540 0 2,330 90 1,120 -

構成比 4.3% 95.4% 0.0% 62.8% 2.4% 30.2% -

家屋数 4,330 40 4,250 0 2,820 150 1,290 40

構成比 0.9% 98.2% 0.0% 65.1% 3.5% 29.8% 0.9%
平成30年

建　築　中

平成25年

平成20年

平成15年

平成10年

空き家

総　数
一時
現在者

のみ

17,300
19,750 20,920 21,330

23,240

1,860
2,840 3,100 3,540

4,250

10.8%

14.4% 14.8%

16.6%

18.3%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

H10 H15 H20 H25 H30

住宅総数 空き家 空き家率

（戸）

1998年 2003年 2008年 2013年 2018年

（H10年） （H15年） （H20年） （H25年） （H30年）
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２．町営住宅の状況 

 町営住宅については，曙住宅，上郷第一住宅，上郷第二住宅，吉原東住宅，吉原西住宅の用途廃

止が決定しており，今後は曙アパート（管理戸数 159戸）のみとなる予定です。この他，県営阿見

アパート（102戸）があります。 

 

表－町営住宅一覧 

No 
アパート名 

建設年度 
管理

戸数 
棟数 間取り 家 賃 

所在地 

1 

曙アパート 1983(Ｓ58) 

～1985(S60) 
75 1～10 号棟 3DK 

21,700～

34,800 阿見町曙 430 

曙アパート 
1986(Ｓ61) 15 11～13 号棟 3DK 

22,600～

35,300 阿見町曙 430-1 

曙アパート 1988(Ｓ63) 

～1990(H２) 
33 14～17 号棟 3DK 

22,400～

37,200 阿見町曙 429-1 

曙アパート 2000(H12) 

～2001(H13) 
36 18～19 号棟 2LDK 

22,400～

33,900 阿見町曙 301-2 

2 
曙住宅※募集停止 1960(Ｓ35) 

～1967(S42) 
29 

 
2K 

2,400～

11,800 阿見町曙 277-1～299-2 

3 
上郷第一住宅※募集停止 

1968(S43) 37 
 

2K 
4,200～7,100 

阿見町阿見 4800-1 

4 
上郷第二住宅※募集停止 1969(Ｓ44) 

～1972(S47) 
94 

 
2K 

4,500～9,100 

阿見町阿見 4936，4944 

5 
吉原東住宅※募集停止 1961(S36) 

～1963(S38) 
34 

 
2K 

2,500～5,300 

阿見町吉原 574-5 

6 
吉原西住宅※募集停止 1960(S35) 

～1966(S41) 
65 1～22 号 2DK 2,800～6,400 

阿見町吉原 662-3 

 

 

 

  

資料：一般財団法人茨城県住宅管理センター 
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Ⅴ 地 価 

 

1995年(平成７年)以降の地価の推移をみると，全体として長期的に下落傾向を示しています。 

住宅地は，阿見市街地，荒川沖市街地とも 2016年(平成 28年)まで一貫して下落傾向を示していた

ものの，2017 年(平成 29 年)にいったん上昇した後，横ばいとなっています。また，商業地について

は，阿見市街地では一貫して下落傾向を示していますが，荒川沖市街地では 2018年(平成 30年)に上

昇しその後は横ばいとなっています。 

 

表－居住誘導区域別・用途別 平均地価の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：地価公示・地価調査から作成 

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

H07 H08 H09 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02

居住誘導区域別・用途別 平均価格の推移

阿見市街地（住宅地） 阿見市街地（商業地） 荒川沖市街地（住宅地） 荒川沖市街地（商業地）

※１ 荒川沖市街地（商業地）の平均価格が H25に大きく下落しているのは，H25 に新設された(県)阿見 5-1が H24の

平均価格を下回っていることによるもの。 

※２ 荒川沖市街地（商業地）の平均価格が H30に大きく上昇しているのは，H30 に新設された(県)阿見 5-2が H29の

平均価格を上回っていることによるもの。 

※３ 荒川沖市街地（住宅地）の平均価格が H29に大きく上昇しているのは，H29 に新設された(公)阿見-13が H28 の

平均価格を上回っていることによるもの。 
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Ⅵ 公共交通 

 

 本町内には鉄道駅がなく，JR 土浦駅，JR 荒川沖駅，JR ひたち野うしく駅といった近傍の駅を利用

しています。また，路線バスについては，関東鉄道バスと JR バスが運行されており，JR 土浦駅及び

JR荒川沖駅を結ぶ路線が設定されています。このうち，JR土浦駅を結ぶ路線については，阿見市街地

までの路線が設定されています。また，デマンドタクシーも運行されており，利用者数は増加傾向を

示しています。 

 

図－デマンドタクシーの年度別月平均利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：阿見町都市計画課    
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資料編 2 策定の経緯等 

 

１．策定の経緯 

開催年月 内  容 備  考 

2019 年（令和元年） 

７月 19 日（金） 

第１回 

阿見町立地適正化計画庁内調整会議 
 

2019 年（令和元年） 

７月 30 日(火) 

第１回 

阿見町立地適正化計画策定委員会 
 

2019 年（令和元年） 

10 月 17 日（木） 

第２回 

阿見町立地適正化計画庁内調整会議 
 

2019 年（令和元年） 

10 月 30 日(水) 

第２回 

阿見町立地適正化計画策定委員会 
 

2020 年（令和 2 年） 

2 月 5 日（水） 

第３回 

阿見町立地適正化計画庁内調整会議 
 

2020 年（令和２年） 

３月 10 日(火) 

第３回 

阿見町立地適正化計画策定委員会 
 

2020 年（令和２年） 

６月 19 日（金） 

第４回 

阿見町立地適正化計画庁内調整会議 
 

2020 年（令和２年） 

７月 10(金) 

第４回 

阿見町立地適正化計画策定委員会 
 

2020 年（令和２年） 

９月 24 日（木） 

第５回 

阿見町立地適正化計画庁内調整会議 
 

2020 年（令和２年） 

10 月 16 日(金) 

第５回 

阿見町立地適正化計画策定委員会 
 

2020 年（令和２年） 

11 月 6 日(金)・７日(土) 
オープンハウス 

阿見町役場 301 会議室 

本郷ふれあいセンターロビー 

2020 年 11 月 10 日(火) 

～12 月 8 日(火) 
パブリックコメント  

2021 年（令和３年） 

1 月 27 日（水） 

第６回 

阿見町立地適正化計画庁内調整会議 
 

2021 年（令和３年） 

２月 19 日（水） 

第６回 

阿見町立地適正化計画策定委員会 
書面協議 

2021 年（令和３年） 

        ２月 20 日（木） 
令和 2 年度阿見町都市計画審議会 書面協議 
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２．阿見町立地適正化計画策定委員会設置要綱 

 

阿見町立地適正化計画策定委員会要綱 

(趣 旨) 

第１条 この要綱は，都市再生特別措置法（平成 14 年法律第 22 号）第 81 条第 1 項に規定する立地適

正化計画(以下「計画」という。)の策定に必要な事項を協議するために設置する阿見町立地適正化

計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し，必要な事項を定めるものとする。 

(所掌事項) 

第２条 委員会は，次に掲げる事項を所掌する。 

(１) 計画の策定に係る調査研究に関すること。 

(２) 計画の策定に係る連絡調整に関すること。 

(３) 前 2 号に掲げるもののほか，計画の策定に関し必要なこと。 

(組 織) 

第３条 委員会の委員は，12 人以内で組織する。 

２ 委員は，次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。 

(１) 学識経験を有する者 

(２) 町議会の議員 

(３) 町民を代表する者 

(４) 各種団体等を代表する者 

(５) 前各号に掲げる者のほか，町長が必要であると認める者 

(任 期) 

第４条 委員の任期は，第 2 条の所掌事項に係る事務が終了するまでとする。 

２ 委員が欠けた場合は，補欠の委員を委嘱又は任命することができる。 

(委員長及び副委員長) 

第５条 委員会に，委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は，委員の互選により定める。 

３ 委員長は，会務を総理し，委員会を代表する。 

４ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは，その職務を

代理する。 

(会 議) 

第６条 委員会の会議(以下「会議」という。)は，委員長が招集し，委員長は当該会議の議長となる。 

２ 会議は，委員の総数の 2 分の 1 以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 委員長は，必要があると認めるときは，会議に委員以外の者の出席を求め，その説明又は意見

を聴くことができる。 

(庶 務) 

第７条 委員会の庶務は，産業建設部都市計画課において処理する。 

(その他) 

第８条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，町長が別に定める。 

附 則 

この告示は，令和元年６月 19 日から施行する。  
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３．阿見町立地適正化計画策定委員会名簿 

氏 名 所  属  名 備 考 

鈴木 勉 筑波大学システム情報系社会工学域 教授 委員長 

高瀬 唯 茨城大学農学部 助教  

綾部 明江 

（永田 博司） 

（茨城県立医療大学 看護学科 准教授） 

（茨城県立医療大学 学長） 
副委員長 

吉田 憲市 

（難波 千香子） 
阿見町議会 議員  

糸賀 忠 阿見町区長会 会長  

武藤 成一 関東鉄道株式会社 常務取締役  

福士 康朗 

（藤岡 孝二） 
ジェイアールバス関東株式会社土浦支店 支店長  

曽我 明美 茨城県建築士会土浦支部 会員  

佐藤 修一 阿見町監査委員  

小倉 京子 阿見町商工会 理事  

藤平 清子 阿見町農業委員会 委員  

青山 和江 阿見町民生委員児童委員協議会 民生委員児童委員  

（ ）は前任者 

４．阿見町立地適正化計画庁内調整会議名簿 

 
職  名 

令和２年度 令和元年度 
備  考 

氏  名 氏  名 

副町長 坪田 匡弘  － 第４回から 

町長公室長 小口 勝美 湯原 幸徳   

総務部長 佐藤 哲朗 小口 勝美   

町民生活部長 朝日 良一 髙須 徹   

保健福祉部長 湯原 勝行 飯野 利明   

産業建設部長 村松 利一 湯原 一博 議長 

教育部長 建石 智久 朝日 良一 令和元年度は教育次長 

会計管理者 － 佐藤 吉一 第３回まで 
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５．用 語 集 

NO. 名 称 説 明 

１ ＰＦＩ 

公共施設等の建設，維持管理，運営等を民間の資金，経営能力及び技術的能力を

活用して行う手法で，民間資金，経営能力，技術的能力を活用し，国や地方公共

団体等が直接実施するよりも効率的かつ効果的に公共サービスを提供することを

目的に行う事業。 

２ ＰＰＰ 

公民が連携して公共サービスの提供を行うスキームを指し，PPP の中には，

PFI，指定管理者制度，市場化テスト，公設民営（DBO）方式，さらに包括的民

間委託，自治体業務のアウトソーシング等も含まれる。 

３ ＫＰＩ 
Key Performance Indicator の略で，目標を達成する上で，その度合いを計測・

監視するための定量的な指標のこと。 

４ ＰＤＣＡ 

「Plan＝計画」「Do＝実行」「Check＝評価」「Action＝改善」の４つの英単語

の頭文字で，「PDCA サイクル」とも呼ばれる。P→D→C→A→P…といったよ

うに，４つの段階を循環的に繰り返し行うことで，仕事を改善・効率化すること

ができる方法といわれる。 

５ ローカルイノベーション 地域固有の資源を活かした新産業振興。 

６ Society5.0 

サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステム

により，経済発展と社会的課題の解決を両立する，人間中心の社会(Society)。狩

猟社会(Society1.0)，農耕社会(Society2.0)，工業社会(Society3.0)，情報社会

(Society4.0)に続く，新たな社会を指すもので，第５期科学技術基本計画において

我が国が目指すべき未来社会の姿として初めて提唱された。 

７ ＩｏＴ 

Internet of Things のことで，様々な「モノ(物)」がインターネットに接続され，

情報交換することにより相互に制御する仕組みで，様々な分野での応用が期待さ

れている。 

８ ＡＩ(人口知能) 言語の理解や推論，問題解決などの知的行動をコンピューターに行わせる技術。 

９ 都市のスポンジ化 

空き家や空き地が多数発生し，多数の穴を持つスポンジのように都市の密度が低

下すること。スポンジ化が進むとサービス産業の生産性が低下するほか，行政サ

ービスの非効率化や地域コミュニティの消失，治安の悪化を招く可能性がある。 

10 ハザードエリア 

国が決めた基準で都道府県が現地を調査して指定される、災害が起こるおそれが

大きい区域。がけの傾斜角度や高さが一定の条件以上の場合で，危害のおそれの

ある土地が「イエローゾーン」，著しい危害のおそれのある土地が「レッドゾー

ン」に指定される。 

11 ＤＩＤ(人口集中地区) 

①原則として人口密度が 1 平方キロメートル当たり 4,000 人以上の基本単位区等

が市区町村の境域内で互いに隣接して，②それらの隣接した地域の人口が国勢調

査時に 5,000 人以上を有する地域。 
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NO. 名 称 説 明 

12 
コンパクト・プラス 

・ネットワーク 

人口減少・高齢化が進む中，地域の活力を維持するとともに，医療・福祉・商業

等の生活機能を確保し容易にアクセスできるよう，都市機能の集約をはかりなが

ら，地域公共交通と連携してコンパクトなまちづくりを進めていく考え方。 

13 空き家バンク 

自治体が中心となって居住者のいない家を活用し，地域振興などにつなげるため

に空き家を紹介する制度。2015 年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」

が施行されたことから，全国で取り組みが進められている。自治体によっては，

各種助成金制度などの優遇措置や，空き物件に関する情報提供を行っている。 

14 インセンティブ 人々の意思決定や行動を変化させるような要因のこと。 

15 オープンスペース 

大規模なビルやマンションに設けられる空地で，建物が建っていない緑地や空き

地のこと。公園や遊び場，遊歩道，パティオなど憩いのスペースとして活用され

ている。 

16 ＳＮＳ 
social networking service の略。個人間のコミュニケーションを促進し，社会的

なネットワークの構築を支援する，インターネットを利用したサービスのこと。 

17 地域地区 

土地利用に関して一定の規制等を適用する区域として指定された，地域，地区ま

たは街区をいう。指定する地域地区の種類に応じて，その区域内における建築物

の用途，容積率，高さなどについて一定の制限が課せられる。 

18 都市構造再編集中支援事業  

立地適正化計画に基づき，市町村や民間事業者等が行う一定期間内の都市機能や

居住環境の向上に資する公共公益施設の誘導・整備，防災力強化の取組等に対し

集中的な支援を行い，各都市が持続可能で強靭な都市構造へ再編を図ることを目

的とする事業。 

19 コワーキングスペース 
互いのアイデアや情報を交換し，仕事の質を高める働き方ができる場所。自営業

者や会社員，学生，子育て世代が仕事をしながら集まる場所。 

20 まちなかウォーカブル事業  

都市再生整備計画事業等において，車中心から人中心の空間に転換するまちなか

の歩ける範囲の区域における，街路・公園・広場等の既存ストックの修復・利活

用を重点的・一体的に支援するもの。 
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